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            午前１０時００分 開議 

○議長（稲岡正一君） ただいまの出席議員数は１８名で定足数に達しており、議会は成

立しました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしておりますとおりでございます。 

 これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（稲岡正一君） 日程第１、市政に対する一般質問を前回に引き続き行います。 

 １５番月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） おはようございます。 

 議長の許可を得ましたので、１５番月岡永治、一般質問をさせていただきます。 

 師走になりまして、もう１０日でございます。きょう、阿波市の住民の皆さん方は昨日

の、我が志政クラブの原田議員の代表質問で市長の出馬表明ということで、きょうの新聞

に載っておりました。皆さん方にどういう感じを与えたのか本当に考えるところでござい

ます。 

 国政のほうも本当に、にっちもさっちもいかん政権争いで、経済政策をやるのか何をや

るのか、もうそういったところが全然見えない国民を無視した政治ということで住民の批

判というものは、国政のみならず阿波市に向けても今、そういったものが吹き荒れている

んでないか。この１００年に一度と言われる不景気、デフレ状態、一体どこまで続くのか

ということで、福祉の切り捨てである。いろんな手当は、今厚生省も、また総務省もやっ

ておりますけど、なかなかうまくいかないっていうのが現実でございます。 

 そんな中、私、今回質問をさせていただきますのは福祉行政、それも皆さんが余りやら

ない障害者の質問をしてみたいと思います。たしか１８年４月だったと思うんですけど

も、障害者自立支援法、それができたときに一度だけ質問をさせていただいたんですけど

も、この中身っていうものは、本当に考えれば考えるほど、介護と同じで難しくて、我々

も勉強しようと言うても、その意欲がそがれるっていうような、本当に障害者の方にわか

っていただける政策っていうのが、どうやっていくのかっていうのを、これ考えていかな

んだらいかんのでないかと思いまして、今回質問に上げました。 

 それでは、１番目の福祉行政につきましてお聞きしたいと思います。 

- 115 - 



 １８年度４月、たしか１０月１日から本当に施行実施みたいな形になったと思うんです

けども、そのときは、これは悪法でないかと。というのは、負担者の増大が目に見えて出

て、そして今までやっておった施設の、皆さん方のサービス提供されておった施設が本当

に収入減になる。建前上、受益者負担ということで、使う人に、介護と同じですね、負担

をさせようということで始まりました。この法律は、１番目の障害の種類、身体、知的、

精神障害を一元化して、そしてそういうふうな問題にかかわらず、必要とするサービスを

一元化して、地域で安心して暮らせる社会の実現を目指してこの法律ができたわけでござ

います。そういったところの問題点、たくさんあったと思います。それの解消ができたの

かどうか、お聞きしたいと思います。 

 また、２番目でございます。 

 障害者のある人が働く場所、そういう社会づくりについて、どういう考え方で今進めて

おられるのか。本市の障害者の雇用状況とか、また本市にある企業、その他のところに就

職支援をどのようにしてやっておられるのか、その数字も教えていただきたいと思いま

す。 

 ３番目に、公平なサービスを受けるために、その量でありますとか、その質、中身で

す、そういったときに所得制限っていうものが多分あると思います。所得に応じたサービ

スは、負担は一体どういうふうになっておるのか、その軽減策をぜひお聞かせいただきた

いと思います。 

 それでは、その３点、ちょっと先にお答えいただきます。 

○議長（稲岡正一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） おはようございます。 

 １５番月岡議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 福祉行政の中で、３点ほどご質問をいただきました。 

 １点目の障害の種類、身体、知的、精神を一元化をし自立支援法ができたが、従来とは

どう違うのかと、また２点目では、障害のある人が働ける社会づくりに取り組んでいくの

か、本市の雇用状況、就労支援について、また３点目の公平なサービスの利用のため、

量、質、所得に応じた負担はどうなっているかのご質問でございますが、まず第１点目の

障害の種類を一元化した自立支援法が従来とどう違うのかということでございます。 

 議員ご指摘の自立支援法につきましては、平成１７年１０月法律が成立しまして、１８

年４月から施行ということになっております。それまで、身体、知的、精神障害者に対す
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る福祉サービスについては、それぞれ異なる法律に基づきまして、更生医療、育成医療、

精神の公費負担が提供されておりました。今回の改正によりまして、障害の種別にかかわ

りませず、共通の制度の中でサービスが利用できるようになっております。 

 ホームヘルプサービス等の介護給付サービスでございますが、障害の程度に応じまして

サービスができますよう広域連合内で審査会、これは専門医３名、また学識経験者１名、

利用者１名の６班体制で審査会を設置して、障害区分に応じまして判定を行い、公平な支

給決定を行うようになっております。 

 また、サービス利用に対する利用者負担でございますが、これまでの所得が主体の所得

割に応じた負担割合でございまして、これを応能負担でございまして、それがサービス料

と所得に応じた月額負担額の上限額の設定によります応益負担となりまして、原則１割と

いう定率負担となっております。議員ご指摘の従来のサービスの利用に対する負担額に比

べますと、低所得者、また障害年金等をもらっております方々にとっては大きな負担とな

っております。 

 阿波市におきまして、現在身体障害者手帳を交付しておられる方が約２，２５０人、療

育手帳を所持されている方が３９８人、精神保健福祉手帳を所持されている方が９４人と

いうことで、計２，７４２人、人口に対しまして６．７％という方が何かの障害を持った

方がおいでます。このうち療育手帳につきましては、２４０名余りのが重いＡ判定の６

０％を占めております。また、身体障害者の２，２５０名のうち１級から、これは身体障

害者は１級から６級までございますが、１、２級の方が１，０７４名ということで、約４

８％の半数近くの方が重い手帳を持った方でございます。このうち、自立支援法によりま

す障害福祉サービスを利用している方が約３００名余りでございます。内訳は、施設入所

者が１０２名、施設の通所にかかっておる方が６８名、療養介護が３人、訪問系が３５

人、日中、家庭のサービスを受けておる方が６２名、短期入所が９名、住居系が１６名と

いうふうな内訳となっております。 

 続きまして、２点目の障害のある人が働ける社会づくりに取り組んでいくのか。本市の

雇用状況、就労支援でございますが、障害者自立支援法によります雇用促進法の中での身

体障害者の雇用につきましては、労働者５０名以上の企業につきましては身体障害者手帳

を持った方を雇わなくてはならないというふうになっておりますが、その就労支援につき

ましては、私どものほうで雇用施策の連携を図りながら、身体障害者会、また社会福祉協

議会とも連絡を密にしながら、就労支援を行っていきたいと思っております。 
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 ３点目の公平なサービスの利用のための量、質、所得に応じた負担区分でございます

が、この支援法によりますそれぞれの介護につきましては、主に介護保険の給付を受けた

残りの部分、介護保険は最大３５万円まで給付を受けるわけでございますが、障害者支援

法によります支援は、最大１５万円が家庭系の介護サービスの限度でございます。まず、

介護保険の給付を受けた残りを、それぞれの障害者の方が足らない部分につきまして、障

害者自立支援法によります給付を受けておるのが現状でございます。そうした中で、サー

ビスは、原則費用の１割というふうになっております。 

 その軽減策につきましてでございますが、１点目は、低所得者の生活保護世帯の方につ

きましては、負担はゼロでございます。また、年間収入が８０万円以下の方につきまして

は、上限が１万５，０００円、８０万円以上の方につきましては２万４，６００円、市町

村課税世帯の方につきましては３万７，２００円、これをオーバーした部分については、

軽減措置と、また高額障害サービスとして償還をさせていただいております。 

 通所サービスやホームヘルプサービスを利用する場合につきましては、資産が預貯金で

約１，０００万円、収入で６００万円以下であった場合につきましては、軽減措置をさせ

ていただいております。 

 また、入所施設を利用する方につきましては、施設入所、市場町香美と、鴨島地区にも

あるわけでございますが、１級の障害年金９７万３００円の中で、それぞれ負担区分の中

で手元に、食費、光熱水費の実費弁償もあるわけでございますが、その中から２万５，０

００円から３万円程度は残るような減免措置をとらさせていただいております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） おはようございます。月岡議員の２点目にあります、本市の

雇用状況についてご答弁をいたしたいと思います。 

 市役所の、本市の障害者の雇用状況につきましては、市長部局で６名、教育委員会１名

の計７名のものが職員として在職をしております。 

 障害者の雇用については、障害者の雇用の促進等に関する法律により、民間企業、国、

地方公共団体は、それぞれが決められた割合、法定雇用率といいますが、それに相当する

以上の身体障害者または知的障害者を雇用しなければならないとされております。 

 本市の雇用率については、市長部局は、法定雇用率２．１％に対しまして雇用率が２．

３５％、教育委員会では、法定雇用率が２％に対して雇用率は１．４９％となっておりま
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す。市長部局は法定雇用率を満たしておりますが、教育委員会については法定雇用率を下

回っている状況となっております。 

 市役所における障害者の雇用、就労支援については、市の障害福祉計画の中で、公的機

関における雇用の推進ということで、市役所を含めた公的機関において障害のある人の雇

用の拡大を規定しております。市としましても、今後障害者の雇用、就労支援について検

討をしていかなければならないと理解をいたしております。しかし、現状では、いろんな

課題もございます。このことにつきましては、いろいろご意見をいただきながら、慎重に

対応していく必要があると考えております。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） それぞれご答弁をいただきました。 

 今その中で、阿波市は、市長部局は６名で、教育委員会が１名、７名であると。その答

え、確かに私もこのことは聞いて知っておりました。 

 １１月２０日、厚労省が全国の障害者の調査を行っております。１００人以上の企業を

対象にして、１，０００人以上の企業が法定雇用率、先ほど言いましたけども、１．８人

です、１．８％。それから、１，０００人以上の企業で１．７８％。１００人から３００

人未満の企業で１．３３％。達成しておるのが、日本全国で４４．９％、４５％である

と、そういうことが出ておりました。 

 そして、徳島県も、労働局から、その同じ日に発表されとんですけども、全国で２年間

最下位でございましたけども、最下位を脱出しまして、今３６位。５６人以上の企業３４

０社にお聞きしたところ、１．５３％の雇用率であるという数字が出ております。これも

達成率は４７％で、３４０社の中の１６０社、約半分の会社がそれの達成をされておりま

す。 

 この達成の仕方っていうのは、計算の仕方がありました。先ほど、部長からＡの１級、

２級、それとか療育のＡ、それとか障害の１級、２級、そういった方は重度ということ

で、１人を雇えば２人の計算の率、パーセントを出すんだと。それと、精神障害のある方

が短時間で仕事をしたんなら、そのときは１人やけども０．５人の換算でするということ

で、この今２．３５、１．４９っていう数字はいただいたと思います。それは、この計算

の仕方ですから、当然そういうことをするんです。 

 全国の中で注目するところは、一番こういったことに力を入れて、考え方を持っておか
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なければいけない、現場がどういう状態になっとんのか知らないんですけども、教育委員

会関係が全国でも本当に数字が低くて、先ほど言いました法定雇用率、地方公共団体って

いうのは２．１、１．８よりか高くして２．１雇いなさいっていうことです。ですけど、

教育委員会は２．０なんですけども、これを達成しとるところっていうのは、全国で近畿

の大阪と京都と和歌山と奈良、この４つだけしかないんです。徳島県も、本当にこの数字

っていうのは、今先ほどうちの教育委員会が１．４９というふうに出とるように、今徳島

県関係もそういう同じような数字であるということでございます。 

 やはり法律で決められて、一番模範となる、そういうところが、こういう数字で、一般

の企業だけが数字が上がっていきよるっていうんであったら、これは私は市として、また

町として恥ずかしいことでないか。やはり障害を持たれた方でも、それぞれの適性であっ

たり能力であったり、そういうようなものを十分に生かした職場っていうものを提供でき

るんでないか。そういったことが、今職員をどんどんどんどん減らして、次新しい人を雇

ってない。専門職、そういった方３名しか雇わなんだと言うんですけども、こういう機会

に、ぜひそういった障害の人にもっと働いて、もっと身近に、それとそういう自分が体験

したことをもっとできるサービス、職場、介護であったり、身障者のそういう障害課であ

ったり、そういうところで働ける場所っていうのはあるんでないか。また、教育委員会の

中でも、働ける場所っていうものは、各学校でどういったところでそういう方が活躍でき

るかっていうのをこれ考えていかなくちゃだめなんでないかと思うんですけども、また後

ほどご見解をいただきたいと思います。 

 それと、先ほど障害者手帳のことはお話しいただきました。障害者は、それぞれ身体の

場合は１級から６級、療育の場合、知的の場合は、療育のＡ、Ｂってのがあるんです。精

神福祉手帳っていうものは１級から３級、そういうようなもので、どのものが……。私こ

れを聞いたときに、今回なぜこの質問をするようになったかと言いますと、私の周りに、

不幸にして足を切断されたり、また脳梗塞で倒れられて、今身体手帳を持たれとる方、そ

れとか透析をされるようになったとか、それで今度療育を持たれたっていう方が、この１

カ月、２カ月の間に、４人、５人、ちょっと相談に来られたわけです。そのときに、高速

道路のサービスの内容なんですけども、どういうことができるかっていうて尋ねられたと

きに、即座に答えられなかったんです。私、間違った情報をその人たちにもしてしまいま

した。高速道路っていうのは、運転免許証を持ってない方でも、運転免許証を持っとる

方、車を指定をしたらいけるんでないかということで、私はその方にお話をしとったんで
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すけども、障害課に行ったら、これはだめですとお断りをされた。なぜなら、ＡとＢって

いうものがあるのを、その部分っていうものが我々わからなかったんです。重度の方でな

いと、１級、２級の場合は、高速であったり、いろんなもののサービスは受けられるんだ

けども、本人が運転免許証のない場合、３級、４級でも当然それは受けられるんですよ。

ですけど、高速道路の運賃の半額、そういうところで私が間違ったもんですから、その方

が運転免許証を持ってない。その方は３級なんです。重度でないということで、高速道路

の半額のサービスは受けられないということで、お断りなんです。それは、奥さんが運転

してもだめなんですかと言うたら、それはだめやというふうに、完全に切られてしもう

た。そこに線引きがあるっていうことがわからなくて、その説明を受けに行ったときに、

私、窓口の対応云々っていうの、またこれ言うてしもうて、きのう副市長も市長も、本当

に職員はよう頑張っとる。私は、よう頑張っとると思います。人数がこれだけ減っとる中

でやっている。ただ、事務分掌というところで、私は最初、つえであったり、起き上が

る、そういう装具の話をしとって、今度高速の話になったら、担当と違いますから私わか

りませんって言われてたんです。ええっ、高速道路のことなんよって言うたら、いや、そ

のサービスはこの子がしよんですって言うて。お話を聞いたときに、ここで仕事してい

て、そのことがわからん、聞かなんだらわからんと言うたら、あっちへ行ってください。

その話の中でしよるときに、これは介護かもわかりませんね、介護で聞いてくださいって

言われた。私、これ聞いたときに、支所でその受け付けをして、そして障害課に行ってく

れということで行ったんですけども、そこで、またあちらへ行け、こちらへ行けっていう

ことで、たらい回しされよるような、そういう説明、私が受けたんです。そしたら、本当

に行かれとる方だったら、本当に大変だろうなと。もしも付き添いの方がおられたり、家

族の方がやられよんだったらまだいいんですけども、その方本人が行かれた場合だった

ら、どうやって対応したらいいんだと。やはり、役所にそういう、せっかくすばらしい課

長がおり、またすばらしい職員がおるのに、事務分掌で完全に分けてしまう、そういうと

ころで、この弊害っていうのが出たように思って、今回のこの質問に入ったわけなんで

す。皆さん、能力のある人ですけども、人の分野まで入らん、個人のプライバシーやから

なかなかできないっていうことですけども、ここのところの窓口っていうものは、本当に

そこで一つで対応できるようなシステムっていうのは、これつくっていかないと。いつも

障害のことは本人だったらわかっとるっていう問題ではないと思うんです。ですから、そ

このところをこれから先どういうふうにして考えていってくれるのか。 
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 それと、先ほどの法定雇用でございますけども、新しく障害を持たれた、手帳を持たれ

た方で雇われたということは、私これないと思うんです。今、たまたま何年か、何十年か

職場で働いておって、その中で、私の大親友の友達ですけども、この中に１級っていう方

がおると思います。その方は、今透析を週に３回行って、その方が今この数の中に入っと

ると思うんですけども、働いて、その途中から障害になった方がほとんどでないかと。で

すから、もともと障害があった、働く意欲のある方、能力のある方の採用っていうのはで

きてないように思うんです。そこいらのところの答えをちょっといただきたいと思いま

す。 

 それと、４番目、ちょっとおいとったんですけども、阿波市になりまして、各町の障害

者会や手をつなぐ会、これが今統一化されております。一応、各支部っていうのは残っと

んですけども、事務局が土成社協に障害者の事務局があって、市場の社協に手をつなぐ会

の事務局がある、何でか知らんのですけど、ちょっとばらばらにしとんですけども。先ほ

ど言いよった、障害も知的もみんな一つにして、これからサービスを一元化してやってい

こうっていう自立支援法のこういったものと相反して、その事務局も別にして、そういう

ようなことをやって、今本当に皆さんが参加してくれるような、そういった地域づくりっ

ていうか、地域活動の拠点っていうものをつくっておるのかどうか、そこのところをちょ

っとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 月岡議員のご再問にお答え申し上げたいと思います。 

 障害者の方の採用、それから就労支援については、今ご質問いただきました、そういっ

た件について内部で十分協議をして、採用に当たってということで協議をしてまいりたい

と思います。 

 それから、今お話がありましたように、議員、市民の皆さんが例えばいろいろ事務のこ

とについて来庁されて、いろいろそういったお話も耳にすることもあります。ご承知のよ

うに、私たちも職員スタッフ制で、市民の方が来られても、だれでも対応できるような体

制をとっておりますが、お話を聞きますと、まだ十分でないように思います。市民の方

は、支所へ行って、それから今お話聞きますと、本庁のほうへ行くと。いろいろ詳しくお

話ができてないと、そういうことでございますので、再度職員に対して確認をし、指示を

してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 秋山健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（秋山一幸君） 月岡議員の再問にお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の高速道路の割引でございますが、議員のお話にありましたように、身体

障害者につきましては、自分が運転する場合には対象になっております。また一方で、障

害者を介護するといいますか、横に乗せて運転する場合には、先ほど申しましたＡ判定の

方の知的な障害者が対象になっております。 

 高速道路の利用状況でございますが、今１１月現在でございますが、９８８件の方が申

請をして利用しておるのが実情でございます。 

 また、総務部長が答えましたが、市場支所におきましてのそれぞれの部署の対応につき

まして、窓口総合案内的なのは、支所が地域課がしておるわけでございますが、その担当

課のほうへ参りまして、それぞれの来庁者の利用便宜を図っているのが実情でございます

が、まだスタッフ制の利用といいますか、それぞれの職員相互の知識の向上がまだ十分に

構築されていないのが実情でございますが、毎年職員同士の研修を重ねておるのが実情で

ございます。ことしも、この１７日にする予定で計画を立てております。これから、議員

ご指摘の市民に迷惑かけないように、粉骨努力して市民サービスに努めたいと思っており

ます。 

 また、３点目の身体障害者会、手をつなぐ育成会、また地域活動センターの連携、また

地域活動センターの拠点事業はどうするのかということでございますが、身体障害者会と

手をつなぐ育成会の事務局につきましては、阿波市社協がしておりますが、その主な部分

については、土成支所が補うております。 

 身体障害者会につきましては、今会員が４５９名、補助金は７２万４，０００円の補助

を出しております。また、手をつなぐ育成会につきましては、会員が今７３名、２４万

７，０００円の補助を出して、それぞれの活動をサポートしておるのが実情でございま

す。 

 それぞれの連絡協でございますが、毎年それぞれの障害者が集いまして、身体障害者ス

ポーツ大会、また障害者フェスティバルを開催させていただいております。ことしにつき

ましては、スポーツ大会につきましては、土成の農業者スポーツセンターで６月７日の土

曜日に開催させていただきました。約２００名が参加をしております。また、障害者フェ

スティバルは、この１４日に社会福祉協議会の２階でする予定でございます。これらの事

業を通じまして、障害者団体、地域活動センターの利用者及び地域ボランティア等の交流

を図っていきたいと思います。 
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 しかし、先ほど申しましたように、身体障害者会の手帳の交付者に対しまして、会員が

非常に少ないのが現状でございます。広く活動を活発にするために、身体障害者会への団

体への加入を促進を図りたいと思っております。 

 また、２０年４月から障害者の地域作業所アスカは、阿波の健康福祉センターにござい

ます。スマイルが土成の健康福祉センターにございますが、それぞれアスカ、スマイルと

なって非営利法人となり、地域活動センターとして事業を行っています。この活動費につ

きまして、市は４７０万円ずつの補助を出して事業をサポートさせていただいておりま

す。 

 活動センターにつきましては、障害のある方の最も身近な就労の場、また交流の場とな

っております。今後も、障害者団体や地域活動支援センターと連絡をとりながら、地域に

潜在しております障害のある方に手を差し伸べまして、ともに安心して暮らせます社会づ

くりに努めてまいりたいと思っています。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） そうですね。これ１２月１４日、障害者ふれあいフェスティバ

ル、ここで主催者が社会福祉法人阿波市社会福祉協議会になって、共催が阿波市手をつな

ぐ会となっとんです。これ惜しくも、市場のふれあいセンターが出しとる、これ広報なん

です。各１カ月に１度こういうようなものを出すんですけども、ちょうど３日から９日ま

で、きのうまで障害者週間であったということも、これに載っております。そこで、ここ

に身障者会の名前がないんですよ。これせっかく障害のある人もない人も、みんなで一緒

に頑張ってやりましょうということなんですけども、これは市場がやっているから、土成

町の障害者会は参加しないんですか。せっかく今こういうことをやられよんのに、障害の

ある人もない人も皆さんに、来て、いろんな方で一緒にやっていこうと言いよんのが、そ

の共催の中に、また主催の中に身障者会の名前がないんですよ。私、これどうしたんかな

と思うて。これせっかくこういうことをやられ、レクリエーションであったり、いろんな

ことをやられよんやから、分野を決めてやられよんかどうか、そこはちょっとわからんの

ですけど、やっぱり事務局が２つあるっていうことは、そういうこともできてないんでな

いかと思います。やっぱり統一する。 

 それと、先ほど言いました窓口の統一。総合案内云々っていうのは、介護もそうなんで

す。今、障害手帳を持たれとる方が、一番先に障害、今先ほど言いましたように、介護で
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３５万円で、身障者で１５万円しかないんです。その部分で、３５万円介護でできるもの

は介護でっていうことやから、障害課に行っても、これは介護ですって言ったら、介護へ

持っていかなあかんのです。ですから、そういうことも含めて、横の連携云々っていうこ

とが、障害課とそういうようなもので、身障者の方に対しては一つになってやってあげな

いと、あっち行ってこっち行ってでは、これ無理なんです。 

 だから、これきのうも、うちの代表も、原田議員も言いよったように、これ庁舎ができ

てない弊害やと思うんです。やはり役所の中で１つの部署にそういうようなものがきちっ

とあって、これ介護と、それは隣にあるんですけども、そういうものが一つになってやっ

ていく。スタッフが一つになってやっていく。今、スタッフ制をやっておる中でも、充実

したもんがやれるのは、そういうところでないかと思います、やはり庁舎は必要であるん

だろうなと思いますけども、これから先。 

 来た人、普通の人と違うんです。そういった目で見るんでなしに、そういった方に迷惑

をかけない。吉野の方が行こうと、阿波町の方が行こうと、土成の方が行こうと、やはり

知らないところへ行って、つらい思いをさせないように、皆さんが気配り、目配りをする

っていうことが大事なんでないかと思うとります。そういうことをぜひ考えていただきた

い。やはりこれに書いとるように、市町村の責務は、実態を把握しなさいと、自立支援法

にこうして書かれとんです。法律に書かれとんですよ。うちの集中プランの福祉計画にも

こういうことがうたわれて、これをやっていくっていうことです。先ほど言いましたよう

に、これから雇いますっていうんでないんですよ。これ雇うだけで、ただ人数合わせをや

るんでなしに、その人の能力をどうやって生かしてあげるかっていうことが一番大事やと

思うんです。 

 アスカと、今何かスマイルですか、その話聞きました。お聞きしましたけども、これ私

ちらっと、ぱっと見たら、こんなんをちょっと目につけて、障害者雇用っていう例、一般

の企業がやっとる例、これご存じかどうか知らんのですけど、給湯器のノーリツって会社

ありますよね、神戸にあるんですけども。その会社が、徳島に来て講演をやってくれたん

です。その会社は、３年前にノーリツの子会社の特例会社として障害者と自分のところの

高齢者の再雇用と、その移籍っていうものを考えて、別会社で、名刺をつくったり、封筒

とか、カタログとか、掃除とか、そういう会社をつくって６０人体制でやって、最初の１

年目は２，２００万円の赤字、そしたら次の年は５００万円の黒字、ことしは１，０００

万円の黒字っていうことで、その中に障害者、重度の障害者６人を含めた２０人を雇っ
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て、一人も脱落者なしで、今健全経営ができておると。こういうことが、大きく１１月１

７日のこれ新聞ですよ、徳島新聞です。ですから、私は、スマイルと、今アスカに４７０

万円の補助金を出しておるということですけども、その実態はと言いましたら、その方た

ちは月一生懸命働いても１万円にもならない。そういう、今ただ仕事をしよるだけなんで

す。私は、もっと市が、町が、今うちが、阿波市でする封筒であるとか、印刷物であると

か、名刺とか、そういったものをどんどんそういう作業所に発注してあげるっていうよう

な考え方を持たなんだらいかんのん違いますか。出先、広域もそうです。社協もそうで

す。みんながそういう考え方を持っていったら、障害者の方に働く意欲、元気が出てもら

う、そういった福祉行政っていうのができるんでないかと思います。ぜひ、公的なところ

から、先ほど教育長から答弁いただいてなかったんですけど、私は教育長には個人的に２

人今そういう方がおられておるという答弁をいただいとったんですけども。ただ今現実に

雇った方が途中で病気になられて手帳を交付されたっていうんでなしに、やはりそういっ

た人たちが夢を持てるような、福祉行政をぜひ目指していただきたい、そういうように思

います。市長に、これからどういうふうにして、やっぱり市長のご決断が要ると思います

んで、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） 月岡議員のご質問にお答えを申し上げます。 

 今お話を聞いておりますと、もっともな話ばかりでございまして、私たちも社会福祉協

議会におきましても、本年から仕事を小さく分けるんじゃなくして、一元化を図って、ど

こにおいても同じように受け入れができるように、そういうふうに組織変えをしておるわ

けでございます。なかなか、きょうしたから、あしたからは機能が発揮できるかと言いま

すと、そうではないかもわかりませんが、そういう機能が発揮できるように、時代の進展

とともに、組織のいろいろ変更も考えておるわけでございます。 

 また、今ご指摘いただきました公的な封筒、印刷等につきましても、お願いできるもの

があれば、できるだけそういうところとご相談をしながらお願いをするということも考え

ていきたいと。そして、そこに働く人が、仕事がないっていうことは、仕事がないほどつ

らいものはないわけなんです。やっぱりそこに仕事があるっていうことが生きがいを感じ

る、夢のある職場になると思うわけでございますから、十分担当課とも協議をして、そう

いうことが一日も早く実現ができるように取り組んでいきたいというふうに考えておりま

すので、今後とも月岡議員は特にこういう面につきまして非常にいろいろな情報を収集し
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てますので、そういう情報を、私たちが当然しなければならないことができておらないわ

けでございますが、ぜひこれはいいなと感じられましたら、できましたら私たちにお教え

をしていただきまして、それは現場に実現ができますようにいろいろご指導をいただきた

いと思うわけでございます。謙虚な気持ちで、そういうご指導、ご助言を受け入れていき

たいと思いますので、よろしく今後ともお願いいたしまして、答弁といたします。今後は

いろいろな面につきまして、よく皆様のお声、情報を収集しながら、おくれないように取

り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（稲岡正一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） そうですね。やはり今人数を削減していく中で、今やろうと思

えば、今しかないんでないかと、私は思います。先ほども言いましたけども、高齢者と障

害者、親がわりになったり、少々小言を言っても、そういったところでうまいこといく、

そういうやり方ができたという、これ成功例です。ただ、このノーリツの子会社も、これ

エスコアハーツっていうんですけども、この会社は全国規模でやっていきたいと。受注は

何ぼでもある。何でかというと、給湯器の故障でリサイクルとか、そういうような部品の

解体とか回収とか、そういうものをする仕事ですので、それは地域に、わざわざ神戸に持

っていかんでも、徳島で出た分はそこで解体してもらう、そういうようなものがやってい

けるんでないかというお話のこれ中身でございました。ですから、我々もそういうことも

踏まえて、何だったら、そういうところに仕事を委託したらいいんだろうと。 

 今、うち２１名の議員がいつも言いよるように、阿波市から税を絶対逃がすなと。でき

るなら、阿波市にあるものは阿波市で活用するようにするのが、これから税の対策の一番

大きなところでないか。これは、皆さんが言いよるように、今そういう人材もあるんであ

れば、その場所もあるんであれば、そういったところにもっとどんどんと市みずから参加

していっていただきたいと、要望しときます。 

 それでは、２番目の行政改革について、また９月議会でもお聞きしたんですけども、お

聞きしたいと思います。 

 壊滅的です。ゼロベースという状態になりまして、ガソリンは２００円になるんでない

かって質問させていただいたんですけど、今１００円ですね。半分になりました。１００

円になったら景気が戻るんかなというたら、これは全然別の次元の問題でございまして、

大変でございます。 
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 そんな中、１９年度の広報に、我々議会では聞いて知っておったんですけども、住民に

情報公開ということで、これ発表しました。８億１，２００万円、財政効果が出たと。そ

の中身は、これずっと書いております。課税の見直しで１，３００万円、大きいもんで、

職員定数是正で２億２，０００万円。全部でこれで８億円何ぼある。内部管理の経費の見

直しっていうことで、需用費等で１億６，２００万円、こういうようなものが合計が８億

円できて、こういう数字になったと。 

 １９年度はそれでよかったんです。ことしは、こんな不景気ですよ。どういうふうにし

て、これからその数値を、２６年をかなり意識した、今財務課や総務部の動きでございま

すけども、１単年度だけでこういうふうな数字が出たからといって、これがいいものでは

ないんです。どういうふうにして全部、きのうも皆さん方が、健全な財政が一番、健全な

財政が一番と言うんですけども、住民を泣かしたもの、泣かすって言い方が適当でないん

かもわからんですけども、住民に辛抱してもらったところや、そして多く負担をしてもら

ったところでの数字っていうものが本当の数字であって、たまたまことしの法人、市民税

は、今どれくらい予測して、どれぐらい減額するんだとか、そういった個々の問題で、こ

れ来年、ことし対応できるのかどうか、そういうところをどう考えておられるのか、お聞

きしたいと思います。 

 また、２番目に、ここで人事行政の運営状況というんで、これ一番最初にこうやって出

ておりました。これだけ数字見ましたら、これ国と同じ給料出して、すごい金額が、これ

皆さん平均給料、阿波市は４４．７歳で３９万円、ボーナスは３．３カ月で、退職金は６

０カ月もらえる。そういったものが、数字がばっと出まして、私、会う人に、議員もここ

で３４万円もらいよんやなということで、皆さん方からうらやましがられております。で

すけど、現実議員歳費っていうのは、皆さんもご存じだと思いますけど、我々２１万円か

２２万円の手取りだと思うんですけども、毎日働きよったんでは日当にならないなと、ど

っかアルバイトせなんだらいかんなって、今思うとんのが現実でございます。 

 市長も、そうですよね。今、特別職の報酬等っていうことで、市長部局、収入役、副市

長、１０％給料カットっていうことで、あとの方は手当とか、そういうようなものを見直

したっていうところでとまっておりますけども。職員、給料もらい過ぎじゃと、年間１９

０日や１８０日しか働かんのに、１日４万円、５万円もの日当になるんですかっていうふ

うな、そういう思われ方っていうのは、今回かなりの人、私、６人、７人の人から、ふろ

場なんかで、御所の郷なんかでは、もっとすごい人から聞いております。今、一生懸命頑
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張って、手当、そういうようなものも切って、各４町のすり合わせっていうのがやっと今

できようとしよるところで、職員の給料なかなかさわれんっていうのが阿波市の現状だと

思うんですけど、今のこのままだったら、これは給料までさわってこなんだらいかんので

ないか。そしたら、今人数はどんどん減らして、仕事はどんどんふえて、そこに知恵と工

夫を出すんでしょうけども、やはり職員の意気ってものが上がるんかどうか。せっかく今

いい状態になっとる職員の士気を維持するために、どういうふうに考えられておるのか、

お聞かせをいただきたいと思います。 

 それと、３番目でございます。 

 原油高騰やサブプライム問題などで、経済、産業等に大打撃を受けまして、本当に失業

でありますとか倒産、それに今はひどいですね。きょうも新聞に載ってましたけども、報

道されておりました。ソニーも１万６，０００人ですよ、正社員８，０００人です。派遣

社員を８，０００人、１万６，０００人を解雇する。そういう状態で、日本の国、これ一

体どうなるのかっていうことを、デフレの中でも一番悪い状態に今なっておると思いま

す。税収のダウンが予想されておりますけども、その対策をどうやってして考えておるの

か、答弁いただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 月岡議員の行政改革、１９年度集中改革プランの公表を受

け、約８億円の効果があると言うが、今後の見通しということですが、この集中改革プラ

ンにつきましては、前回にもいろいろご質問いただきました。この集中改革プランにつき

ましては、行財政の健全化と安定した持続可能な行政基盤を確立し、最少の経費で最大の

効果を上げることのできる行政運営を推進するため、市民主体の施政の推進、時代に即応

した行財政運営の確立、効率、効果的な行政システムの構築を基本方針としまして、平成

１８年３月に策定いたしました。 

 この計画期間は平成２１年度までとなっていますが、１９年度につきましては、職員定

数の適正化や民間活力の導入、また内部管理経費や投資的経費の見直しなどに積極的に取

り組んだ結果、基準年度であります１７年度に比べて、８億１，２００万円の財政効果額

となっています。この結果につきましては、今議員がお話にありますように、広報阿波で

お知らせしたところであります。今後につきましても、プランに定められた項目を一つ一

つ着実に推進することにより、財政効果額などについて当初の計画目標を達成できるもの

と見込んでおります。 
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 しかしながら、今お話がありましたように、この２０年度に限っては、非常に財政的な

危機といいますか、国、県、市ともども、今の経済状況から見て、非常に例えば法人税の

減とか市民税の減とか、そういったものが予想をされております。そういったことで、本

市の財政についても、今後さらに厳しさが増すものと思われます。このような中、地域の

活性化とか、住民福祉の向上を図るためのいろんな施策を適正に実施する必要があります

が、市民の皆さんとともども、多様化、複雑化する行政ニーズにこたえ、将来にわたって

持続的に発展し続ける施政を実現する必要があります。今お話がありましたように、今回

の経済の不況といいますか、それは単年度だけでなしに、今後また来年、再来年と、そう

いった影響もあるかと思います。さらに市としましても、ますます経費の節減とか、そう

いった対応をしていかなければならないと思います。 

 議員の皆様には、いろいろご意見、ご指導をいただきながら、集中改革プラン達成に向

けての努力が必要と思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それから、２点目の人事の運営状況が公表されたが、特例期間が終わるまでに、何に今

後重点を置くのかというご質問でありますが、先般阿波市の職員数の状況、給与の状況、

分限、懲戒の状況、職員研修の状況等をまとめた人事行政の運営状況を公表をいたしまし

た。特に、職員数については、平成１７年４月１日の合併時の職員数は４９３名であり、

この人数は全国の類似団体に比べて多い状況にありました。そこで、退職者不補充という

ことで、職員採用を控えてきた結果、平成２０年４月１日現在では４５６名まで削減がさ

れました。今年度も２１名の退職を予定しております。合併後４年間で５８名の職員削減

が行われることになります。この職員削減による人件費の削減は、集中改革プランの経費

節減による財政効果の中でも大きなウエートを占めるものであります。しかし、職員の削

減もある一定限度まで来ており、今後においては今までのような人員削減は難しいものと

思われます。当然、集中改革プランの経費節減の財政効果についても、人件費部分による

削減効果が減少するものと予想されます。今後の経費節減については、事務事業の民間委

託等の検討、さらには行政評価制度による事務事業の整理、効率化等を中心に検討がされ

ることになると考えます。また、この公表によって、いろいろ市民の皆様の目というもの

があると思います。 

 そういったことで、職員の給与体系については、国の人事院勧告とか、県の人事院勧告

を参考に、それを準じた形で給与を改定いたしておるとこでありますが、今先ほどからお

話がありますように、市としても非常に財政状況が厳しくなっております。これからもま
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すます厳しくなることが予想されます。市は、行財政改革、行政評価制度の導入等によっ

て経費節減を図るとともに、事務事業の見直しを行っております。職員を挙げて経費の節

減に努力をし、切り詰めるものは切り詰め、無駄をなくしていくと、そういうあらゆる努

力を行い、対応をしてまいりたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（稲岡正一君） 吉岡市民部長。 

○市民部長（吉岡聖司君） 月岡議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 税収のダウンが予想されるが、対策はどのように考えているのか、今回の景気後退によ

る税の減収がどれだけになるのかについてのご質問でございますが、法人課税につきまし

ては、法人各所の決算が毎月出てきておりますが、業種間でばらつきがあるわけでござい

ます。先月、１１月末までの実績は、前年実績と比較すると、５．３５％の下落率となっ

ております。 

 今後の見込みといたしましては、法人件数の２８％を占める２０９件が３月決算を迎え

ております。その決算の推移を注視していかなければなりませんが、減収傾向には変わり

はないというふうに予想いたしております。約５００万円から１，０００万円程度という

見込みを出しておるわけでございます。次に、個人住民税につきましても、来年の確定申

告で所得が決定し、減収の割合が出てこようと思われます。こうした状況のもとで、今後

は税の滞納者も多くなるのでないかと、そのように考えております。申告された所得が減

少すれば、当然ながら納税額も少なくなるということから、適正課税された税は、税の公

平性を保った徴収に努力をしてまいりたいと考えております。住民税等で約１，５００万

円程度の減収と見込みを立てております。 

 次に、税収ダウンが予想されるが、その対策についてということでございますが、具体

的な取り組みといたしましては、ここに常時開設をいたしております納税相談、その窓口

を本庁並びに支所でもお願いもしております。それと、その中身につきましては、分割納

付、これらについて十分説明をしながら理解を求めていきたいと、そのように考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） 今、両部長からご答弁いただきました。吉岡部長では、支所で

もその相談に乗る、それは本当にいいことやと思うんです。なかなか知らないところでお
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話をするっていうのは、皆さん、今までまじめな人ほど、それが苦しいんではないかと。

ですから、その胸のうちをわかって、やはり適当な場所で、人と顔を合わさない、そうい

った配慮が必要でないかと思いますんで、お願いいたします。 

 それと、財政課、総務部の皆さんにちょっとお聞きします。 

 １１月２３日に、議長のお計らいで、山口首相補佐官をお招きして、全員協議会をやっ

たわけでございます。そのとき、我々議員一生懸命勉強させていただきまして、お話を聞

かせていただきまして、今現在阿波市にどういった基金が、また交付金がおりておるのか

っていうのをちょっとお聞きしました。そのときに、第１次補正で額が２６０億円で、阿

波市で２，５４２万円、今回出ております地域活性化緊急安全総合対策交付金っていうも

のが、これが今阿波市に８月３０日現在で来ております。そして、これを事業を、私ども

聞いたところは、原油高騰によるさまざまな影響への配慮で、そして交付金は地方が何に

でも使えるお金として、使途については特定しとらんと、阿波市でも執行していると思う

というふうなことをお聞きして、私すぐその後、下で、どういうものに使いよんだという

ことをお聞きしました。そしたら、市の橋の点検事業であるとか、今学校の耐震、久勝小

学校とか林小学校を追加して、それをやるようになったとか。それで、総額３，５４８万

円のこういう事業費が今出されております。私は、これはこれでいいと思うんです。とい

うのは、お金がなかったから来年に回そう、いろんな人が早く前倒ししてやったらどうや

って言うのに、お金がないお金がないっていうことですけども、片一方で８億円何ぼ財政

効果を出したって言いもって、こういうところは手つかずで。 

 先ほど、人員削減も、部長も市長も、カットするのは限界に来たんだという答弁されて

おりますよね。毎回されよんです。これからは、そういうところで、こういった２，５０

０万円足らずでございますけど、これ事業にして、これは交付金の市が負担する分の２，

５００万円何ぼですから、工事費はこれの例えば４倍、５倍の工事費になると思うんです

けども、その工事があるわけです。今、財政課が考えられる、市の橋の点検事業っていう

のは、森本議員とかいろんな人が、同僚議員が説明しました。これ当初で一千数百万円と

いうお金をつけとったはずですよ。それが８３０万円というものでここで出てきて、そし

てこれに流用したんであったら、１，３００万円が残って、なおかつ５００万円の得をし

たっていうようなものになるから、これはいい使い方やと思うんです、そしてすぐやれる

んであれば。 

 ですから、こういった残ったお金をやっぱり有効にもっと使っていただきたいなと。そ
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の残ったお金でどういうことをやろうとしよんのかとか、それとか現の補助が今ついて、

補助を使ってやったほうがいい事業になるのか、これを使ってやったほうがいい事業にな

るのか、そこのところの説明をちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 今、月岡議員のご質問にありました緊急総合対策の交付金

２，５４２万１，０００円、この交付金につきましては、地方公共団体を財政支援するも

のであります。対象は、普通交付税の交付団体のみで、財政力が弱いところに手厚く配分

されるものであります。 

 この交付金によりまして、学校の耐震診断は、現在この交付金を充てとる事業を申し上

げますと、今議員が資料としてお持ちになっております学校教育施設耐震診断、市管理橋

梁点検事業、またとくしま強い農林水産業づくり、２つの事業と、それから河川改修事

業、この６つの事業を予定しております。この交付金により、学校の耐震診断は計画より

も前倒しで早くできるようになり、ご心配いただいている耐震化も促進されるものと思い

ます。また、とくしま強い農林水産業づくり事業などの補助も予算化できないと想定した

ものが可能となりました。議員が言われますように、この交付金により一般財源がいただ

いたおかげで、言葉は悪いかもしれませんが、浮くというようなものもあります。しかし

ながら、国内外の経済情勢から、景気の後退によって来年度の収入に大きな影響が出るも

のと予想しております。３月末までに決算を迎える企業の法人住民税等、そういったもの

も減収の予想があります。このようなことが予想される中、この交付金については大変市

としてもありがたいものと思っております。 

 今、お話がありましたように、やはりこれを充てることによって、この６つの事業が今

年度で仕事としてスムーズに事業として実施できるということで、この事業の内容につき

ましても、各部にいろいろ協議をさせていただきました。そういったことで、この６つの

事業に充てるということで、今回補正のほうでお願いしておりますので、いろいろ議員、

ひょっとしたらこの内容について少し不満があると思いますが、そこら辺ご理解をいただ

いて、この事業を実施させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長（稲岡正一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） そうですよね。私、財政課の方、やっぱりすばらしい考え方持

たれとんなと。私、これ補助金があるのに何でこの金を使うんだっていうて計算してもら
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いましたら、やっぱりこれで使ったほうが６００万円ほど得するっていうことは教えてい

ただきました。やはり頭のいい人は考えることが違うなと。ただ、何にでも使える……。 

 私、きのう松永議員が我々愛媛県へ視察したんです。そしたら、伊予市や東温市に行か

せてもらって、きのうクリの剪定の問題やいろいろやっておりましたけども、伊予市はこ

れ一般財源で、私このお金を使ってやったと思い込んだんです。私、担当と、そういう話

ししたときに、そのことを聞いたように思うたんです。それが、一般財源で１０月１日か

ら肥料の補助であるとか、そういうものをやっとんです。東温市に至っては、岩本委員長

の報告にもあったんですけど、民間の造成地を買い上げて、市が宅地で販売すると、そう

いうことまでやって、そしてそういう話が出たときに、企業が来るって言うたときには、

職員をすぐに走らさせて、そういう話をすると。あれも、積極的にやっているところと、

やはりそういうふうなものが出てきたな。ここは、私は、今基幹産業である農業が弱って

おると、そういうところであったら、農業の対策にも一部使えないんだろうかと。畜産農

家の、また養豚農家のそういった方に、またそういう阿波市で従来この土地に生まれて、

この土地で育って、企業で今まで税を納めてしてくれとるところがピンチであるっていう

ところに目が届かなかったんかなと。そういった施策もこういうもので、これからの交付

金、今国の情勢はどういうふうになるかわかりませんけども、そういうものも含めて、や

はり阿波市は同じ町に住んでおる人間、先ほども申しましたけども、今電子入札になりま

して、これで本当にやっていきます。こうなったら、本当に阿波市から税は絶対に逃がさ

ないんやと。これだけ税収のダウンが予想され、この不景気な、このデフレスパイラルっ

ていうのは、これ続くんですから、続いていきますよ、当然。ですから、入札は市内業者

で絶対にやっていくんだと。でも、それ以外は、ジョイントでも組んで、阿波市に税金を

納めてくれるところに発注をするんだっていうことを決めて、これからこの行政と行革を

やっていかなくちゃいけないんでないかと思います。市長の、最後にどういったお考えで

これからやっていかれるのか、お考えを聞いて、質問を終わりたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） ご答弁申し上げます。 

 いつも町を思う気持ちでご発言をいただきますことを感謝をいたします。 

 私どもも、当然この市からのお金は人に渡さないというのを基本に押したいとは思って

おりますが、そこにはいろいろ事情もございまして、ジョイントを組む、あるいはそうい

うような方法をして、でき得る限りご意思に沿えるように頑張っていきたいと思うわけで
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ございます。ひとつ一気にはできないかもわかりませんが、一つ一つそういう方向に向か

って着実に歩みができますように努力をしていきますから、息長くご指導くださいますよ

うお願い申し上げまして、ご答弁といたします。 

○議長（稲岡正一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） それでは、市長に本当に息長くやっていただきたい。 

 きょうの新聞に出てましたように、市長はやる気でございます。そしたら、体が一番で

ございますので、この激務に耐えれる体に一日も早くつくっていただきたい。そして、市

長をする人は、今立候補者がどこにも顔も見えない、また次にそういう声も出てこないっ

ていう状態でございます。やはり市長をする人は激務でございます。大変な仕事でござい

ますので、ぜひ１期目の反省を、あと残りはありますけども、あと残りを一生懸命やって

いただいて、そして次のまた市政にも向かってやっていただきたい、そういうことをお願

いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩します。 

            午前１１時１５分 休憩 

            午前１１時３０分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 ３番正木文男君。 

 

○３番（正木文男君） 議長の許可をいただきまして、３番正木文男、１２月議会一般質

問させていただきます。 

 質問に入る前に、市長、大変な手術を無事終えられて回復されまして、おめでとうござ

います。そしてまた、公務大変ご苦労さまでございます。 

 今回、私の質問４点ほど、４本建てで参りたいと思います。 

 １本目は、高校再編における地元阿波農業高校の位置づけについてでございます。２本

目が阿波市民文化会館建設について、３本目が中央広域環境施設組合の運用状況につい

て、そして４本目、阿波市合併記念事業への取り組みについてというふうなことで進めさ

せてまいりたいと思います。 

 まず、県立高校再編、阿波農業高校の位置づけについてというテーマでございます。 

 高校再編ということで、県内生徒数の減という中で順次進んできております。記憶に残
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るところでは、県南のほうで日和佐高校とか海南高校、海部高校、その辺のところが合併

して、県立海部高校という形にもう既になっております。そしてまた、勝浦町で園芸科、

ミカンどころの園芸科の勝浦園芸高校、これも小松島西高校の分校という形で再編され

る、そういうふうな流れがあるわけなんです。そういう中で、私ども阿波市に４校ある公

立高校のうちの一つ、阿波農業高校が鴨島商業高校と再編して合併になるというような流

れがあるわけでございます。 

 阿波農業高校、本当に歴史ある学校というような気がいたします。この機で、ちょっと

調べてみました。昭和２０年１２月１９日に、徳島県立名西高等女学校阿波分校というよ

うな形で出発をされまして、昭和３１年徳島県立阿北高等学校という名称になって、農業

高校っていうような形で進められておるわけなんです。私なんかからしますと、どちらか

というと、阿北高校っていう印象が強いような気がいたします。そして、平成１０年徳島

県立阿波農業高等学校と改称されまして、現在に至っておるような状況です。平成２４年

統合という年次の目標に向かって今既に、鴨島商業高校、阿波農業高校、それぞれ連携活

動っていうような形で既にいろいろやられておるようでございます。これは、１１月２２

日に、吉野川の市役所前で阿波農業高校のいろんな学校の紹介っていうような形で、特技

を生かしました、食材を使ったスープの試食だとか、農産物の販売ということを市役所の

前でやられた。そういう形で、合併へ向かって動いておるというような状況があるようで

す。 

 まず、両校の再編統合計画の具体的な内容及び現阿波農業高校の活用方針はどのように

なっているのか、現在ある施設の活用についてどうなっているのか、また再編統合に際

し、阿波市としてどのような意見を述べたのか、この点についてまず最初にご質問をお願

いしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 正木議員のご質問にお答えいたします。 

 このご質問については、徳島県教育委員会が示していることをお伝えするという答弁に

なることをご了解いただきたいと思います。後のほうで申されましたのは、どのような意

見を述べたのかと、このことについては、私なりの意見を述べさせていただきます。 

 それではまず、阿波農業高等学校は、今議員も申されましたように、平成２４年度には

鴨島商業高校と統合いたします。そして、新しい高等学校に生まれ変わります。位置は、

今の鴨島商業高校のところになります。高等学校の名前も新しく変わります。 
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 この新しく生まれ変わった高校での教育は、次のように掲げられております。これは、

県の教育委員会が示しているものでございます。１つは、地域に根差した両校の教育の伝

統を継承し、融合、発展させた、多様な教育をしていきたい。２つ目は、地域と連携し、

地域の活性化に資する実践的な教育をしていきたい。３つ目には、地域の自然や文化と触

れ合う体験的な教育や食の安全・安心の観点からの教育をというふうに位置づけられてお

ります。また、この中で特に農業教育につきましては、農業生産や経営、環境などについ

て、必要な知識と技術の習得に努めるとともに、豊かな人間性や社会性を育てていきたい

というふうにもなっております。 

 そこで、阿波農業高校では、これまでに培ってきた農業教育をさらに発展させていきた

いというふうに申されております。食料供給、バイオテクノロジー、環境創造と素材生

産、ヒューマンサービスの農業、４分野について機能分担とネットワーク化を図るほか、

長期インターンシップの活用や大学や企業との連携などを積極的に推進していくようでご

ざいます。 

 そしてまた、農業体験から調理、店舗経営まで、総合的に学習できる食ビジネス科を新

しくつくって、地域と連携をし、地域の活性化に資する実践的な教育をしていきたい。具

体的には、商工会議所、商工会、商店会、ＪＡ、農業大学、篤農家など、地域の教育に資

源を活用していきたい。そして、新しい商品の開発とか販売、そんなことも考えていきた

いというふうに位置づけておるようでございます。 

 また、環境に配慮した安全で安心な有機農法、健康な食生活、地域の食材の活用方法な

どについても体系的に教育を行っていくというふうにされております。 

 そして、特に商業科と農業科が統合、融合していきますので、それらを十分に有効に活

用するということから、農業科学科、生物活用科を新しく設置して、商業分野を生かしな

がら、食ビジネス科を置く中で、先ほど申しましたように、地域の食材を使った調理、販

売、マーケティングをしていくということでございます。 

 また、議員から申されました現在の阿波農業高校のことでございますけれども、これは

実習地はもちろんのこと、阿波農業高校の施設も、すべてではございませんけれども、利

用、活用していくというふうになっております。今後の新しい高等学校に期待ができると

思っております。それが１点でございます。 

 もう一つは、これまでに至るに当たりまして、実は私もこの統合に関係します会に年間

５回ほど出席をさせていただきました。その中で、意見を申し上げてはきました。阿波市
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は、農業が基盤産業であり、ぜひともその農業というものをしっかりと位置づけていただ

き、それがしっかりと地域に根差した、しかも地域の人がいろんな形でかかわっていくよ

うな学校にしてほしいということを要望してきました。そのようなことから、位置的には

鴨島商業高校にはなりますけれども、内容的には農業をしっかりと支えていく、そういっ

た教育をしていきたいというふうになっておるようでございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 正木文男君。 

○３番（正木文男君） 私ども、阿波農業高校合併されるんだな、そして鴨商と一体にな

って鴨島のほうに校舎が移るんだなというような漠然とした概念しか持っておりませんで

した。しかしながら、本当に着実に進んでおる統合再編計画の中で、いろいろな具体的な

案は示されておるわけなんです。今、教育長も言われましたように、現阿波農業高校の実

習施設及び実習地、そういうようなものを活用して、実習に際しての移動は実習用バスを

利用するというようなことも決められておるようでございます。 

 商業高校との併設っていいますか、一体化というような中で、食ビジネスだとか１次産

業、そういうものを２次産業、３次産業、そういうものに絡めていくという方向で、それ

も新しい、現代に合った流れの中でいい方向ではあるかなというふうには思います。 

 そういう状況があるという中で、この計画の中で、先ほど言いましたように、地域に根

差した両校教育の伝承、そして融合、発展を図る、地域と連携し、地域の活性化に資する

実践的教育の推進という形が掲げられております。 

 私は、あえてこの質問を、何でわかったようなことをなぜ出したのかということからま

ず説明しなければいけないかと思うんですけども、阿波市っていうのは農業が主要産業

で、基幹産業であって、本当に大事な産業であるはずなんです。長い間、地元のほうで農

業高校、１００％後継者というわけにいきませんけども、少ない中でも後継者も育成しな

がら、地域の農業というものに貢献したこと、この実績というものは、私ども地元にとっ

て宝でないかなというふうに思うわけです。ですから、高校は再編になって、向こうに行

ってしまうけど、施設も実習圃場も残るわけです。ということは、それをやっぱり大事

に、地元に役に立つように生かしていかなければ損じゃないかと、宝の持ち腐れじゃない

かなというふうに思うわけです。施設も残ります。実習圃場も残ります。当然、農業科学

科というものができまして、食ビジネス科の生徒さんも関係しようかと思いますけども、

そういう人たちが、この阿波農業高校をどういう、支所っていいますか、何もわかりませ
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んけども、そちらのほうに来られて勉強する場があるわけなんです。その場を活用して、

再編後の学校の役割として、地域に開かれた施設、これは県の施設なんですけども、地域

に開かれた場として活用ができないだろうか。例えば、やっぱり農業に魅力を感じてもら

える場、そして技術や情報が得られる場、農学科の学生と地域農家、住民との交流が図れ

る場として、技術研修、交流、情報交換、農業者育成等の役割を果たす農業支援センター

的な機能を持った施設として再編統合の計画の中に盛り込んでもらえたらなと思うんで

す。趣旨、伝わりますでしょうか。 

 せっかくそういうものがあるわけなんで、学校の授業というだけじゃなくて、地域に開

かれた農業の発信の場であったり、情報交換の場であったり、交流の場であったり、例え

ば地元の農家の方が、こういうとこはどうなんだろうかという情報を求めに行ったりと

か、確かに県の普及所っていいますか、今農業支援センターという言い方してますけど

も、そこもあるわけですけども、それは川島の合同庁舎であって、あくまで行政の施設な

わけなんです。やっぱり実習圃場だとか、いろいろ先生もおられるところで、そういうも

のを盛り込んだ農業支援センターっていうような機能を持った場所として残してもらえな

いだろうか。残してもらえるというか、そういう機能をとってもらうような話にはならな

いだろうか。今回の再編統合計画、まだ閉じられてるはずじゃないわけです。まだ現実に

再編統合という中で動いてる段階なわけなんで、今言ったような趣旨をその再編統合計画

の中に盛り込んでもらいたいと考えるんですけども、このことについて市長の考え、お伺

いしたいと思うんですけども。 

○議長（稲岡正一君） 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） 正木議員の阿波農業高校の再編に伴うものにつきまして、ご答

弁を申し上げます。 

 私も、正木議員がご指摘をいただきましたように、当初から再編の検討委員会等には意

見具申として、阿波農業高校は阿波市にとってはかけがえのない施設だと、いついつまで

も農家の相談窓口として、今支援センター、指導センターというお話も出ました。私は、

もう少しわかりやすく、相談センターとして残してもらえないかと。特に、検査はいろい

ろ進んでいます。また、消毒等にいたしましても、戦後５０年、かなり変わってきたわけ

なんです。その節目節目に、そういう専門の先生のご指導をいただけないだろうか。農家

の人が、駆け込み寺のように気安く駆け込める場所としてぜひ残してほしいということを

訴え続けてまいりましたが、最終的には現在教育長が申し上げましたような結果になった
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ことを大変申しわけないと。私は、したがいまして、終始一貫今の統合計画には反対をい

たしましたけれども、刀折れ矢尽きて、今のような状態になったわけでございまして、今

となっては仕方がない。しかし、どうしてもその気持ちをいつまでも残してほしいという

ことで、実習地だけは残す、そして新しいビジネスを求めて、再編をするんだという方向

に行ってしまったわけでございます。 

 そういうことで、県立でございますから、私どもがお願いをしても、夢が届かないとい

うところはいたし方ない。あとは、地元の方々が時より必要なときには使えるような施設

で残してほしいということだけをお願いして、実習地等は残りまして、これからもこの阿

波市の農業をされる方々の相談窓口の一つとして生かされるんじゃないかと思います。し

たがいまして、新しい時代に向かって進んでいきます、この阿波農業高校をこれ以上私が

反対をするわけにもまいらないということで、やむを得なく、お願いをして、推移を見守

っておるわけでございますが、気持ちとしては、いついつまでも阿波市の農業をされる

方々の、あるいは地域の窓口として残してほしいという気持ちだけは持ち続けていきたい

と、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 正木文男君。 

○３番（正木文男君） 市長も、やはり大所高所からそういう観点で、相談センターとい

うような思いを持って取り組んでこられたと。しかしながら、他人事といいますか、県の

動きの中で十分意が伝わらなかったという結果のようなんです。本当に残念なような気が

いたします。 

 しかしながら、ここで引いたってしゃあないわけで、私としたら、もしできるとした

ら、やっぱり世の中運用の中でっていいますか、そういう中でいろいろと学校の先生方と

か、その技術の指導の方とか、そういうものの中でやり方は考えられるんじゃないかとい

うような気がするわけなんで。じゃあ、その前提としては、阿波市としては、その姿勢と

いうものをきっちり発信していく、阿波市一丸となってそういうものに、農業高校ってい

いますか、名前ちょっとわかりませんけども、その現場の跡、農業高校跡の実習施設、そ

ういうものの中で、運用の中で何とか取り組んでもらえるようにという気持ちをしっかり

持って、そういう発信を我々も、そして行政側もしていってもらえたらなというふうに思

います。 

 本当に、今ちょっと県も最近条例を出しました。農業、農林業何とかです。ちょっと忘
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れましたが、ああいう形で、県もそういう農業に取り組むという姿勢があるわけなんで、

もし何であれば、そういう方向にまたいろいろと発信をしていただければいいんじゃない

かな。 

 今、農業を取り巻く情勢は、だんだんと変わってきております。本当に追い風といいま

すか、見直されているという状況にあると思いますので、また機会をとらえて、そういう

発信をしてもらったらと思います。済いません。思い出しました。農林水産業振興条例の

制定です。今議会で、もう議決されたというような状況があるわけなんです。やはり農業

を推進するというような県の取り組みもあるわけなんで、そういう中で県のほうに発信し

ていってもらって、阿波農業高校が長年培ってきた伝統ある農業への取り組みを生かさな

ければもったいないと思います。今それが求められていると思います。高校教育と社会教

育の連携、そして商業科との連携による２次産業、３次産業にも視野を広げた総合的農業

支援センター、相談センターというような機能を運用の中で生かしていくという形で働き

かけてもらいたいと思います。 

 阿波農業高校はなくなってしまうわけですけれども、この校是っていいますか、社是っ

ていいますか、そういうものを見ましたら、農は食を生み、食は人を育て、人は未来を開

く、阿波農業高校の校是のようです。本当に農業を大事に考えていく、このものを我々の

地元から根を絶やすことなく、大事に我々も守っていく、生かしていくということが大事

じゃないかなというふうに思います。この気持ちを小笠原市長、そういう過程があるわけ

ですから、しっかりとまたこの時期においても発信をしていってもらいたいと思います。 

 じゃあ、１点目終わらせていただきます。 

 続いて、２点目です。２点目、阿波市民文化会館の建設について、これは私のもう一つ

のテーマであります。 

 阿波市民文化会館の建設についてでありますけれども、市民のたくさんの署名を添えら

れて、阿波市民文化会館の建設についての陳情が出されております。ちょっと陳情書を読

み上げてみたいと思います。途中から行きます。さて、阿波市が発足し、はや４年を迎

え、すべての行事について統一意識が出てまいりました。阿波市文化協会では、阿波市の

一大イベントである文化祭は、現時点では４地区、吉野、土成、市場、阿波の分散文化祭

として実施しています。市民の願いを実現するためには、市民文化会館の建設が待たれま

す。また、生涯学習の重要性が認識されてきております。退職団塊時代が到来し、生きが

いを求めてますます生涯学習への要望が強くなってきています。それにつれ、生涯学習の
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拠点、学習発表の場が必要となってきます。しかし、現在の社会施設では不十分です。体

育館、運動場は市内各地に整備され、多くの市民が体育施設を利用し、体育活動が生活の

一環として行われており、健康への関心が高まっています。しかし、文化面の施設は不十

分であり、市民の学習意欲や要望にこたえることができないのが現状です。以上のことか

ら、分化を発展させ、文化花咲く阿波市、市民のコミュニケーションの場として市民文化

会館の建設がぜひとも必要です。市民文化会館の役割としては、次のようなことが考えら

れます。１、生涯学習の場、生涯学習発表の場としての機能、研修の場。趣味を伸ばす

場、作品発表の場。１つ、市民交流としての機能。子供、大人、高齢者等、市民の交流の

場としてコミュニケーションを図り、市民の連帯感を養成し、地域の教育力を高める。１

つ、文化の伝承と文化を創造する機能。日本の伝統的歌舞伎を初め、演劇、舞踊、音楽等

を演じる場として、伝承と創造に努める。１つ、作品展覧としての機能。市民の作品展示

の場として、また国際的美術品を展示し、市民の文化的素養を養う。以上の機能を有した

市民文化会館の建設されると、市民のコミュニケーションが充実されるとともに、今まで

以上に市民の文化的活動が充実されることと思われます。また、市民文化会館の建設され

ると、阿波市の一大イベントである文化祭が、分散文化祭から統一文化祭となり、阿波市

民としての自覚を持ち、郷土を愛する心が育ってくると考えます。市民文化会館の建設さ

れることによって、市民の生活も大きく変化してくるものと思われます。非常に財政厳し

い折ではございますが、阿波市発展のため、また市民の文化的素養を養う場として、市民

文化会館の建設をぜひお祈りいたしますというような陳情書が、たくさんの署名を添えて

出されておるようでございます。 

 まず、質問の第１点目なんですけども、阿波市における市民の文化活動への取り組み状

況についてどのように認識しておられるのか、まずお伺いしたいと思います。それ以外

の、文化会館とか、そういうなのを別にいたしまして、もう一度言います。阿波市におけ

る市民の文化活動への取り組み状況、市民が取り組んでいる阿波市の文化活動の状況につ

いてどのように認識しておられるのか、まず教育長にお伺いをいたします。 

○議長（稲岡正一君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 正木議員からの文化活動についての状況、その取り組みについ

てということでございます。 

 私は、阿波市には大きな団体、文化協会があります。この文化協会は、１５０団体以上

の団体でありまして、またそれに所属するメンバーも２，０００人を超えておるというふ
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うに聞いております。昨年は、国文祭がありました。それを機にして、さらに文化活動が

活発になってきておることも事実でございます。 

 私は、文化活動というものは、確かに市民に潤いを持たせ、また文化の活性化に大きく

つながるものと思っております。これは、ただ大人だけのみならず、子供たちにも大きく

影響していることも事実でございますし、また学校におきましても、その文化活動が教育

の中にも浸透してきておるし、また子供たちも家でじいちゃん、ばあちゃんがこんなこと

しているということについても、いろんな作文とか、いろんな面で出てきておるのも事実

でございます。そのようなことからして、阿波市の文化活動は本当にすばらしい活動の歩

みを続けているというように感じております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 正木文男君。 

○３番（正木文男君） 教育長が、阿波市の文化活動、本当にすばらしい活動をしておら

れる。そしてまた阿波市には、その母体として文化協会、１５０団体ですか、１７０団

体、いろんな分野があります。コーラスのグループがあり、菊づくりがあったり、舞踊の

会があったり、それから詩吟の会、短歌、写真、いろいろあります。２，０００人近い会

員がおられる、そういう方たちが活動されておられる。阿波市は、そういう文化的な活動

の土壌があるという認識があるということをお聞かせ願いました。 

 そういう状況の中で、阿波市まちづくりの根幹となる阿波市総合計画の中で、これです

ね、発展課題の１番目に、あすの阿波市を担う子供たちの育成、市民一人一人が輝く生涯

学習文化のまちづくりが上げられております。また、基本目標、６つの柱の中の一つとし

て、人が輝くまちづくり、生涯学習の充実、芸術・文化の振興というのがあります。そし

てまた、大綱ですね。もう一つちょっと掘り下げてるんでしょうか。その大綱の中に、４

番、芸術・文化の振興というところで、生活の質や精神的価値が重視され、市民の芸術・

文化への関心が高まる中、地域に根差した文化の継承と新たな阿波文化の創造に向け、文

化協会を初め、各種芸術・文化団体の育成、支援に努め、市民の自主的な芸術・文化活動

の一層の活発化を促進していくとともに、本市の文化活動の拠点となる文化ホールの整

備、多様な芸術・文化を鑑賞する機会や活動成果を発表する機会の充実、指導者の育成、

確保等を進め、総合的な文化環境の整備を図りますというふうに、この阿波市総合計画の

中に位置づけられております。主要施策大綱の中でも、本当に重要な中での位置づけとい

うふうに考えておりますけども、これはプランです。じゃあ、これをどういうふうにし
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て、今言ったような施策大綱に書かれております、芸術・文化の振興という、このプラン

を実質的な実行計画としてどういうふうな計画を持っておられるのか、そして市民多数の

署名を添えた阿波市文化会館の建設への切なる要望に対して、どのような対応を考えてお

られるのかについてお伺いしたいと思います。 

 １つ目は、このうたってます発展課題、そして基本目標の１番目、施策大綱にも、先ほ

ど言いましたように、書かれております。これの実行計画をどういうふうに考えておられ

るのか、もう一点はたくさんの署名を添えられて陳情書が出されました。その要望に対し

てどのような対応を考えておられるのか、お伺いをいたします。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 正木議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 市民文化会館建設につきましては、毎回議員からご質問をいただいております。私も、

真剣に受けとめております。 

 市民会館建設について、先般文化協会の方々から陳情をいただきました。私もその場に

立ち会いまして、いろいろ今議員が陳情書をお読みいただいた内容をお聞きしたわけです

が、今までは文化協会にしても各町でいろいろ催しを開催して、陳情書の中身については

芸術発信・交流の拠点として建設をしてほしいと、そういう趣旨であったと思います。そ

ういったことで、今お話がありましたように、総合計画の中で実行計画といいますか、そ

ういうプランがありますが、現在のところは実行計画については持っていないのが現状で

ございます。 

 ただ、この陳情に対しまして、私たちも横へ置くということでなくて、十分そういった

ことが可能かどうか調査研究をする必要があると思います。例えば、既存の施設を改修す

るとか、例えばうちの町だけでなしに、やっぱり文化会館でありますので、隣の町と一緒

にした文化会館を考えるとか、いろんな方法があると思います。そういったことについて

十分調査研究をしていく必要があると考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（稲岡正一君） 正木文男君。 

○３番（正木文男君） まだ具体的な実行計画はないというようなことで、非常に残念な

ような気もいたします。しかしながら、この陳情に対して一応可能かどうかだとか、いろ

んな方法があるかどうかっていうことを検討していただけるということですので、その辺

を期待したいと思います。 
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 最後の質問といいますか、確認という形で、この点について市長のお考えをお伺いした

いと思うんです。 

 阿波市まちづくりのために取り組まなければならない主要施策として、人が輝くまちづ

くりの実現のために、芸術・文化の振興、生涯学習の充実、地域間や市民の交流などの推

進は阿波市にとっての重要な施策と考えられるのか、市長の考えをお伺いしたいと思いま

す。もう一度言いましょうか。阿波市まちづくりのために取り組まなければならない主要

施策として、人が輝くまちづくりの実現のために、芸術・文化の振興、生涯学習の充実、

地域間や市民の交流などの推進は阿波市にとって重要な施策と考えられるのか、市長の考

えをお伺いしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） 正木議員の文化会館の建設についての再問にお答えを申し上げ

ます。 

 その前に、文化協会の皆様方には、本当に献身的に阿波市の文化の振興、発展を図るた

めに日夜ご努力されて、展示会、展覧会、発表会、あるいは統合されておることに対しま

して心から敬意を表します。また、この問題につきましても、正木議員からほとんど毎議

会のようにご質問いただきまして、そのご熱心さには本当に頭が下がります。 

 ただ、私としましては、文化の振興というのは非常に大事だというふうに考えてます。

私は、旧市場町時代にも、市場町の町の中で宣言として、市場町は文化の町をつくります

とうたい上げてきましたけれども、なかなか思いはあっても道が遠いということを感じて

おるわけでございます。特に、先ほども質問に出ましたように、やはり私は今文化会館も

考えなければならないけれども、それより先にどうしても庁舎をどうするのかということ

を考えなければならない。幸いにいたしまして、昨日もご答弁の中で、３月年度内に民間

の方も入っていただいて、その是非について協議をしていただくというようなことが発表

されました。そういうこともございますので、順序としては、まず庁舎問題にどう対処し

たらいいのかと、市民のご意見も聞きながら対応したいと。 

 また、文化会館等の重要性については十分必要だというふうに考えてますが、その文化

会館の建設等につきましては、方法は十分に検討しなければならない。そして、阿波市だ

けで維持管理ができるのかどうかということもございますので、先ほどちょっと部長から

もご答弁申し上げましたように、隣接の町との協議というのも要ろうかと思うわけでござ

います。特に、徳島県におきましては、今問題になってます徳島市のほうにおきましても
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計画がされておりますが、西のほうではそれができておりませんので、西の町でのそうい

う連携というのも必要じゃないかな。かなりなものでなければ、維持管理に大変な荷物に

なっていくんじゃないかな。文化の振興、発展という部分では進歩があっても、それを維

持していくためには大変な苦労が要るんじゃないかなと思いますので、このことにつきま

しては、広く隣接の町とも協議をして、できれば阿波市で考えるんじゃなくして、県にお

願いをして、徳島県の西部地域におきまして考えていただくというのも一つの方法でない

かと思うわけでございます。 

 やはり文化を目指しております皆さんがご満足いただける施設でなければならない。中

途半端ではいけないと思いますので、そういう面もあわせて、広く調査研究をする必要が

あると思います。今当面は、先ほど申し上げましたように、３月の年度末までの開会され

ます、この庁舎問題についての方向づけをした上で、そういう方向に真剣に取り組んでい

くべきじゃないかと思います。先ほども申し上げましたけれども、文化協会の皆さん方に

は、本当に現実的に阿波市の文化の振興を考えていろいろされておることに対しまして、

重ねて厚くお礼を申し上げまして、ご答弁といたします。 

○議長（稲岡正一君） 正木文男君。 

○３番（正木文男君） まず、心強く思いましたのは、市長としては、市場町時代から文

化の振興というようなことを考えておられた。ということは、市長の発想としては、やっ

ぱり文化の振興というのはきっちりと持たれておるということをまず確認させてもらいま

して、心強く思いました。 

 確かに、こういうものをつくるということで、いろいろ皆さん心配されるんじゃないか

なというふうに思います。あえてこの項のまとめということで、ちょっと持論を多少展開

してみたいと思います。 

 私は、常々言ってますように、庁舎問題と確かに絡んでくるわけなんです。私から言い

たいのは、直接住民サービスにつながるかどうか、住民サービスに何がプラスになるんだ

ろうかという視点からとらえれば、私は統合庁舎っていうのは控えるべきじゃないだろう

か。というのは、今までこれだけやってこられて、じゃあどこがどうだったんでしょうか

という話が出てくるわけです。きのうも、ある議員から質問の中でも発言がありましたけ

れども、庁舎建設に対して市民の相当な方が反対されておる。建設をという声も聞こえて

いないというような発言もあったわけなんです。私も、いろいろ皆さん方に聞いていく中

で、庁舎問題、ああ、それはな、やっぱり今要らんのちゃうというような声もたくさん聞
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かれるわけです。今回、市長が市民の声を聞くという場をつくられるということなんで、

それは一つの進歩だと思います。本当にその辺の声を聞いていただいて、それをどう生か

していくかということを本当に真剣に考えていただきたいと思います。 

 もう一つ、あえて誤解を招いてはいかんので補足をしておきますけども、私は旧の今の

土成庁舎跡に教育委員会を入れた市民文化会館をつくられて、阿波市のシンボル、拠点に

されたらどうでしょうかということを言いたいわけなんです。そうすることによって、例

えば維持管理費の話なんですけども、教育委員会の事務局を入れる、そして図書館とかも

入れるということによって、人件費の問題は出てこないことになるわけなんです。ああい

うホールとかつくるってのは、確かに空調だとか電気だとか、そういうものは要るかもわ

かりません。しかしながら、人件費だとか、その辺は、兼用の中でやっていける。そして

また、いろんな行事っていうのは、貸し館事業です。石井の公民館にしたって、阿南の夢

ホールにしたって、一つの貸し館事業というような形でもやっていっているわけなんで

す。じゃあ、その維持管理費がどれだけかかるかわかりません。４，０００万円、５，０

００万円かかるかもわかりません。しかしながら、私が言いたいのは、庁舎っていうの

は、ここで多少増改築してしたらいいんでないかという中で、例えば吉野支所、維持管理

費１，５００万円、土成支所は今７００万円、市場支所は１，３００万円かかっているわ

けです。これはなくしたらどうでしょうか。私の庁舎はいいじゃないですかという前提に

は、旧の支所庁舎っていうのは、あくまで廃止する。で、小さい支所機能として、市民窓

口、福祉窓口、地域振興窓口、１２近くの小さな公共施設、公民館、コミュニティーセン

ター、そういうものを活用してやったらどうでしょうか。その中で、吉野１，５００万

円、土成７００万円、市場１，３００万円、３，５００万円の維持管理費が出るわけで

す。私が言いたいのは、そういう文化とかに市の財政をつぎ込むことというのも、これも

道路をつくる、住民サービスの一つなんです。こういうソフト的なものの行政サービスっ

ていうのは、２，０００万円、３，０００万円というものは出したって、それだけ市民に

は幅広く喜ばれるということであれば、大きな投資じゃないでしょうか。確かに、道路を

しっかり抜いたげる、橋をよくしたげるという行政サービス、投資もありますけども、ソ

フト面での３，０００万円、４，０００万円の投資という、その額で済む効果っていうも

のは大きいものがあると思います。 

 そういうことで何とか、今言ったように、市の庁舎の問題というものが大きな今の、合

併後４年目が過ぎようとしている阿波市の最重点課題だと思います。この辺のところをし
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っかりと整理していただいて、市民の目線がどこにあるか、市民の意向がどの辺にあるか

ということを前提に踏まえていただいて、庁舎の問題、そしてまた前向きな方向での、こ

れだけの要望が出てる市民文化会館というものに対しての前向きな方向というものを期待

して、この項目の質問を終わらせていただきます。 

 じゃあ続きまして、３点目です。 

 中央広域環境施設組合の運営状況についてということでお伺いしたいと思います。 

 阿波市、吉野川市、上板町、板野町を対象地域とした施設でありますが、市民の皆様も

立派な施設ができているという認識はありますけれども、どのようなものであるのか、意

外と知らされていない部分があるように思われます。そこで、平成１７年８月から稼働開

始して３年が経過している中央広域環境施設について、現在における運営状況、阿波市の

負担状況等について質問をしてみたいと思います。先ほど言いましたように、確かにちょ

っと市民の中で見えてない部分があるんです。阿波市民の目線から、初歩的な内容につい

て質問をしてみたいと思います。 

 まず、１点目、施設の概要です。ごみ処理能力、それから施設の特徴、関係市町ごとの

処理量の計画等、実績、そして市町ごとの年間分担金は幾らになっているのか。それか

ら、１９年度だと思うんですけども、支出額の中で大まかな内訳です、項目で。需用費だ

とか委託料だとかいろいろあると思うんですけども、どれぐらいの予算が使われてるのか

ということを教えていただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 吉岡市民部長。 

○市民部長（吉岡聖司君） 正木議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、組合に対する質問ということでございました。事前に、一般質問の通告書をいた

だいておりました。それを組合に問い合わせをいたしまして、回答をいただいておりま

す。その範囲内におきまして答弁をいたしたいと思っております。 

 施設の稼働につきましては、地域の皆さんに迷惑をかけないよう日ごろから安全運転に

努めておりますということを伺っております。それで、中身ということでございますが、

まず処理能力につきましては、６０トン炉が２炉ございました。合計、日量１２０トンの

処理能力がございます。 

 それで、計画のごみ処理量につきましては、１年間でございますが、３万２，０００ト

ンの計画処理量でございます。現在、鴨島町が来年から加入される予定でございますが、

今現在の炉の稼働率につきましては約６８％で、炉の稼働日数につきましては２５日稼働
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いたしまして、あと２０日が休んでおると、そのような状況と伺っております。 

 それから、現在のごみ量でございますが、平成１９年度の実績でございますが、年間に

約２万２，０００トン、それから平成２０年度の、現在まだ見込みでございますが、微増

をいたしておりまして、２万２，２００トンを予定しておるようでございます。 

 それで、特に本年につきましては、原油価格の高騰に伴いまして、当初に想定しており

ました以上に、ごみを処理するための燃料となりますＬＮＧ、液化天然ガス料金、それか

ら電気料金が上昇をいたしております。昨年に比べますと、約４，８００万円程度増額に

なる予定と伺っております。 

 それから、分担金でございますが、関係市町における分担金でございますが、平成２０

年度の予算でご報告申し上げますと、合計で約１７億８，５００万円、そのうち吉野川市

が４億７，６００万円、阿波市が７億７，３００万円、板野町が３億１，７００万円、上

板町が２億１，９００万円、合計１７億８，５００万円ということでございます。 

 中央広域環境センター、実は１１月２６日にも阿波市の議会議員、施設を視察をしてお

ります。そのときに、私も同席をさせていただきまして、いただいた資料の中でご説明を

させていただきたいと思います。 

 中央広域環境センター業務委託費、平成１９年度の実績でございます。委託料、実は主

な委託料につきましては運転委託、年間を通しての業務委託でございます。それと、年間

を通しての施設全体の整備業務、この２点がございます。 

 まず、運転委託につきましては、平成１９年度の実績で約２億４，０００万円、整備業

務につきましては２億１，０００万円。運転委託の状況でございますが、委託先につきま

してはＪＦＥ環境ソリューションズ株式会社関西支社、それから労務の構成でございます

が、運転業務につきましては、５人で４班制、合計３２名の方が作業に当たられておりま

す。それから、整備業務でございますが、平成１９年度の実績といたしまして、プラント

整備が７回、それから燃焼炉の整備が１回ということでございます。それに係る人件費等

が主な委託料ということを伺っております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 正木文男君。 

○３番（正木文男君） ありがとうございました。 

 いろいろと知識として持ってる部分もありますけども、今のところこれは単なる私の確

認という形で聞いていただいたと思うんですけども、今稼働率は６８％であるということ
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なんです。ということは、これはまだ鴨島町が入られてないからこういう状況かな、来年

度から入られたら、また稼働率が上がるんかなというふうな気もいたします。 

 そしてまた、市町ごとの年間分担金ということなんですけども、トータル１７億８，５

００万円、阿波市が７億７，３００万円、吉野川市が４億７，６００万円、上板が２億

１，９００万円、板野が３億１，７００万円というようなことで、これも阿波市と吉野川

市の差がありますけども、これもまた徐々に変わってくるんかなというふうな気がいたし

ます。 

 次にお伺いしました、整備運転委託料です。これが、運転委託ということで、ＪＦＥに

当然これも随契なんですか。３２名というような体制の中で委託されておるということな

んですけども、この随契を……。それから、環境センター整備委託、これもＪＦＥ、随契

委託ですか。この辺のところの随契にならざるを得ないというような内容ですか、その辺

が直接当事者でないのでわからないかもわかりませんけども、わかっている範囲でお答え

いただいたらというように思います。 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午後０時２２分 休憩 

            午後０時２３分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 正木文男議員。 

○３番（正木文男君） ごみ処理対象人口４万２，０００人で割りますと、２万１，９０

０円になるわけです。合わせますと２万５，４００円、１人当たりごみ処理の経費がかか

っておる。これ事実です、ということです。じゃあ、参考に、確かに施設的なものは違う

かもわかりませんけども、ほかの市と比べてみたらどうだろうか。 

 調べてみました。栃木県、日光の近くに矢板市っていうのがあります。そこのごみ処理

経費、年間５，１７０円です。徳島市もちょっと聞いてみました。徳島市大体、ちょっと

比較しにくい面もあるんですけども、大つかみで１万４，０００円ぐらいかなというよう

な状況があります。 

 確かに、設備の問題だとか、いろいろあろうかと思います。しかしながら、そういう中

でやはり財政厳しい状況の中で、阿波市の財政と絡めての質問という形で理解していただ

いたらと思うんですけど、そういう状況の中で、阿波市の財政厳しい中で、人件費の削減

だとか、そういうのをやっている中で、やはり切り詰められるところは切り詰めていくと
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いうことが、我々議会も行政も求められるところであるとすれば、このごみ処理の負担軽

減のために、私は前向きに取り組んでもらいたい。市のほうとしても、組合議会のほうに

いろいろと働きかけてもらいたい。負担金の問題です。そういうものも働きかけてもらい

たいという意を伝えるのは、我々行政として当然のことじゃないかと思うわけです。その

ことについて、管理者でもあります小笠原市長の見解をお伺いいたします。 

○議長（稲岡正一君） 正木さんに申し上げます。 

 これで再問３回になっておりますが、質問漏れはございませんか。一括して答弁してい

ただいてよろしいですか。 

（３番正木文男君「はい、結構です」と呼ぶ） 

 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） それでは、正木議員の再々問にお答えを申し上げます。 

 処理費が、この中央環境整備組合の場合、他市に比べて高いんじゃないかと、今後どう

するのかと、対応はということでございますが、このことにつきましては、機械も違いま

すし、設備の年度も違いますので、一概に比較はできないと思いますけれども、幸いにい

たしまして、近く私たちの議会の議員の方、あるいはこの組合議会の中で、吉野川市ある

いは上板町からも、よその町の視察研修もしてくれるということもございます。そういう

こともございまして、この運転委託費等につきまして、私も会社の方と一回よく話をして

みて、その事実関係を確かめてみたいと。できることなら、もう少し安くならないかとい

うことについては、近くそういう折衝をしてみたいと考えてます。 

 そういう面で、またこの次、私たちの議会の方もお越しになりますので、よその施設も

十分研修をしていただきまして、それの資料も教えていただきまして、それを持って相手

と交渉したいと、このように考えてます。 

 やはりことしからは、吉野川市がごみを搬入してくるということもございますので、２

０年度よりは阿波市の負担は少なくなるということだけはわかっておりますが、まだ現実

にどれだけの量が来るかということがわかっておりませんので確たる答弁はできませんけ

れども、今より負担が少し少なくなるということだけは確かでございますが、この運転経

費というのは、ごみがふえても減っても、そう大きく変わらないと。今お休みの期間もあ

りますので、そういうところを詳しく私も勉強したいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 正木文男君。 
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○３番（正木文男君） ありがとうございました。 

 厳しいやっぱり歴史的な経緯というものも踏まえながら、本当にご苦労されてるんじゃ

ないかなっていうことはつぶさに感じます。しかしながら、やはり大事な血税というもの

の中でしっかりした運営をお願いしたいと思うわけです。 

 まとめに入りたいと思います。 

 厳しい財政運用の中、切り詰めが可能なところは切り詰めていくべきである、市民の強

力を得る部分は市民にお願いし、行政が努力して取り組まなければいけない部分は行政が

しっかり汗を流すべきであると考えます。また、事務組合とはいえ、行政としてもしっか

りチェックすべきであるというふうに考えます。 

 一部事務組合の内容については、なかなか外に出る機会がないような状況があると思い

ます。市民の大事な血税が投入されている以上は、チェック体制というものは二重三重で

あってもいいのではないでしょうか。行政の皆様にしましても、よそごとではなく、しっ

かりと事実上の認識というものが求められるというふうに思います。 

 それと、これも私、話題として取り上げたいと思います。 

 今、世の中環境問題で、ダイオキシンの問題がたくさん出ました。しかしながら、ダイ

オキシンというものは本当に毒なのかどうかというようなこと、害があるかどうかってい

うものが、今話題というか、議論になっておりまして、実質的にはさほど問題ないという

ことが厚生省の発表も、いろんな科学的な根拠の中にも出ております。そういうような状

況もあるということも、とりあえず話題提供ということでしておきたいと思います。 

 じゃあ、この質問これで終わらせていただきます。 

 最後になりましたけども、４点目でございます。 

 阿波市合併記念事業への取り組みについてということで、お願いをしたいと思います。 

 新生阿波市となり、はや４年が過ぎようとしております。何となく個々人においては、

阿波市民となったという気はしてきておりますけども、阿波市一体としての意識、新しい

阿波市の創造という観点からいえば、希薄な気がいたします。やはり一つの市としての一

体感や人との交流が大事ではないかと考えます。 

 そこで、その一助として、合併記念事業について、前にも提案させてもらったのですけ

れども、なかなか見えてこない部分がありますので、再度質問をさせていただきます。 

 阿波市において、合併記念事業について何か計画を進めておられるのでしょうか。 

○議長（稲岡正一君） 野崎副市長。 
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○副市長（野崎國勝君） 正木議員のほうからは、先般の議会でも合併記念事業というふ

うなご意見ございました。 

 先般も、議員と、立ち話で申しわけなかったんですが、お話ししたんですが、何かない

ですかと。議員非常に知恵のあることなんで、知恵をつけてほしいというような話もした

わけなんですが。 

 従来、阿波市ができたときに、ＮＨＫののど自慢、あるいは交響楽団とかやったことを

覚えてます。あと、私つらづら考えますのに、本当に阿波市の課題ってなんだろうかなっ

て考えましたら、やはり明るい健康なまちづくりが一番大事じゃないかな。国保の問題も

ありますし、そのあたり長い、阿波市が続く限り、やっぱり市民の健康管理ができるよう

な記念事業、４年目を迎えた記念事業をやったらいいんじゃないかなということで、職員

の人にも、皆に知恵を出してくれということで、お話をしてございます。例えば、阿波市

の旧町４町に、散歩道っていうんですか、夜でも歩けるような散歩道、あるいはそういう

ようなことをして、市民全員が、やっぱりポチでもいい、隣のおばちゃんでもいい、みん

なで連れだって健康管理ができるような、そういうような歩く道、そんなことができない

かな。夏になれば、ライトの下で、やっぱりそういうコースをこしらえてあげたら、本当

に安心な安全な健康管理ができる、そんなような本当にこれから先、花火じゃないですけ

ど、「のど自慢」もいいんですけど、そういう瞬間的な行事じゃなくて、やっぱり息の長

い阿波市の市民が健康管理できるようなことを考えていきたい。そんなところで、職員に

も、議員の皆様にも、市民の方にも、平成２１年度に向けてお知恵をかしていただきたい

なと、かように思っています。よろしくご協力をお願いします。 

○議長（稲岡正一君） 正木文男君。 

○３番（正木文男君） ありがとうございました。 

 なかなかこういうアイデアというのは難しいんですよ。私も言うばかりではいけないと

思いまして、私なりに、こんなんもどうでしょうかというので、ちょっと提案させてもら

ったらと思うんです。 

 まず１つは、阿波市スポーツの祭典。いろいろ団体があります。市民ゴルフ大会、ゲー

トボール大会、少年野球大会、サッカー大会、市民野球大会、ソフトボール大会、バレー

ボール大会等、各種スポーツ関係者で、そういう大会をやりまして、最後その表彰式、関

係者が一堂に会して、合同大表彰式を行う。いろんな大会をやっていって、それで合同で

大表彰式を行う。そのときのセットに、元池田高校の野球部の江上選手を講演に呼ぶと
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か、この池高の江上選手、この前話を聞いたんですけども、なかなかためになるといいま

すか、蔦監督の思い出も携えながら話がありまして、いい話をしてもらったような気がす

るので、そういうのもどうでしょうか。 

 それから、文化祭というのも、例年の文化祭をちょっと大規模に何か考えられんだろう

か。 

 それから、阿波農業高校を活用した、何か大規模な農業祭、阿波市っていうのは農業の

町っていうことであれば、阿波農業高校を活用して、今現に農業高校の生徒が秋にやって

ます、農業祭というものを。そういうものを何か市のほうも応援する形で、農業祭という

ようなのもどうだろうか。当然、ありきたりなんですけど、記念講演会とか演奏会、そん

なものも考えるんじゃないかなというふうに思います。 

 これから、いろんな市民の意見だとか庁内の意見も集約しながら、ぜひとも折り返しが

来つつある阿波市、また来年度には新しい市長もなろうかというような状況の中で、こう

いう企画というものが盛大に行われまして、阿波市の市民の一丸となるきずなが深まると

いいますか、ふるさと意識ができるような取り組みになっていければいいなと思っていま

す。そういうところでよろしくお願いをしたいと思います。 

 遅くなりましたけど、これで終わらせていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩をいたします。 

            午後０時３６分 休憩 

            午後１時２８分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 １４番武田矯君。 

 

○１４番（武田 矯君） では、例に従いまして、一般質問をいたします。 

 私が通告した点は２点でございます、農林水産業費等、予算の推移について１つと、も

う一つは観光行政について。 

 その前に、ちょっと前置きをいたします。 

 アメリカに端を発した、１００年来の大恐慌と、世界の恐慌といいますか、私の年寄り

から聞いております昭和６年に世界の大恐慌がありまして、ちょうど８０年近うなります

か、これとよう似とると言っておりますが。特に、この日本、また当市におきましても、

- 154 - 



いろいろな不況風が吹いております。特に、そのうちでも第１次産業である農業とかは、

ここ数年来次第に落ち込んでおりますが、特にことしは去年に比べて、いろいろとこの波

が打ち寄せております。また、温暖化、また食料自給率に対しましても、戦前は７０％、

日本でもありましたところ、今は４０％あるなしと聞いております。これもひとえに、第

２次世界大戦後復興いたしまして、工業立国として大きく発展いたしました、そのひずみ

といいますか、農業はその裏街道といって、次第に犠牲と言うたら言葉が悪いのでござい

ますが、そういう何十年の間になって、こうなったもんと私は思います。 

 それでは、通告に従いまして、１番の農林業の予算の比率が半減しているが、その利用

はと、国の平成２０年度２次補正予算がまだ国会は通っておりませんが、近く通ることに

なっているそうでございますので、この２点を先にお尋ねいたします。 

 平成１４年度当初予算といたしまして、阿波市の予算でございますが、それは４３億

７，７００万円、当初。農林予算が約３億３，６００万円。農林予算は、約８％ありま

す。そして、この２０年度の阿波市の当初予算は１６５億１，１００万円、その中で農林

予算は４億５，６００万円でございます。率にいたしますと約３％、これ半分にも満たな

い。しかしながら、私も、これ比較だけではいきません。これ２０年度の１２月の補正で

１７４億９，３００万円、そして農林予算が８億１，６００万円。これに算用しても、

４．５％か比率はございません。 

 そこで、私、市長なり関係部長に、その理由といいますか、なぜこうなったのか、それ

をお聞きしたいと思います。 

 それと、国の第２次補正予算が、この２３日に全員協議会を開いて、その席で国のほう

から、この補正予算が通れば、４億円余りの阿波市に当たっとると。そこで、これは国会

の有力者が言うたことでございますので、国会議員を、私は信じております。近く、これ

は通るものと思っております。 

 そこで、その２点について、まずその理由と、もう一つは受け皿といいますか、使い道

について、補正予算の４億円の、これをどのように案分しているのか、お聞きいたしま

す。 

○議長（稲岡正一君） 岩脇産業建設部長。 

○産業建設部長（岩脇正治君） １４番武田議員の一般質問にお答えしたいと思います。 

 農林水産業費等の予算の推移について、数年来農林業予算比率が半減している理由とは

とのご質問でございます。 
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 理由につきましては、国、県の補助事業の見直しによる事業の廃止、また財政状況の悪

化から、農林関係を初めとする各種補助事業の減少に伴い、事業の採択自体が難しい状況

にございます。また、農業基盤整備事業の計画的な実施等によりまして、圃場整備事業、

かんがい排水事業等の整備促進がされ、新規事業が減少してきております。 

 市においても同様、財政状況が大変厳しい状況でありますので、市単独事業も同様減少

しており、国、県の補助事業を活用しなければ事業推進が図れないというような状況であ

り、事業予算が減少してきております。ちなみに、阿波市の農林水産業費について、決算

書により申し上げます。平成１７年度で９億５２０万４，５９８円、平成１８年度９億

６，２０９万７，８８５円で、対前年比１０６．３％。この要因といたしましては、国営

土地改良施設の整備事業に対する繰上償還の負担金、また県単事業及び農業団体の補助金

の増等がありました。平成１９年度８億１，４０９万８，３４４円で、対前年比８９．

９％です。この要因といたしましては、国営造成土地改良事業の償還金の完了、また県単

独農業振興対策事業、市単独事業等の見直しによる土地改良事業また事務事業の一律減に

伴うものでございます。 

 今後においても、地方交付税や補助金の削減に加え、最近の経済情勢から見ても、市税

の減少等が予想され、ますます厳しい財政状況が続くのではと危惧しております。有効な

補助事業等を活用して農業振興を図るために、第１次総合計画の基本目標である、産業が

発展するまちづくりに掲げております事業推進を図ってまいりたいと考えております。 

 ２点目の国の２０年度第２次補正予算の使途というようなことでございます。 

 国の第２次補正予算については、現在経済対策等が議論されているところでございま

す。ただ、さきの新聞報道等では、商店街の活性化及びインフラ整備等が対象とされてい

るようでございます。 

 １７年におきましては、農林水産業費４．９％、１８年度５．４％、１９年度３．

９％、２０年度４．７％でございます。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） ご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 今、言われております２次補正については、まだ国会にも提出されておらない状況であ

りますが、この緊急支援対策の詳細な情報は、まだ詳しくはありません。そういったこと

で、新聞等の情報によりますと、地方公共団体で地域の活性化のため、臨時交付金６，０

００億円を支給すると言われ、自治体が独自の判断で、インフラ整備、商店街の活性化、
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農業振興などに使えるようであります。 

 今後は、情報収集に努め、国、県の動向を重視しつつ、関係各部署でできる対策を想定

し、準備を進めてまいりたいと思います。 

 以上、答弁とします。 

○議長（稲岡正一君） 武田矯君。 

○１４番（武田 矯君） 今、総務部長からの答弁でございますが、ここ１カ月か２カ月

の間に、今年度中に大体決まるというのに、それを受け皿もこしらえてないっていうんは

おかしいんでないかいなと。予算がついて、それで慌ててするって、今腹の中ではできと

るはずと思うんです。それをできとらんちゅうんは、これどういう考えでおるんか。私

は、これ真意がわからんのでございます。それについて、ちょっと答弁願います。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 今、私のほうからご答弁申し上げましたように、まだ詳細な

情報がつかめていない状況であります。そういったことで、例えば２次補正について国会

に提案をして、例えば議決になったと。これを今の２０年度の年度内にそういったものが

例えば自治体におりてくるのか。おりてきて、即事業といっても、３月いっぱいですから

事業がとてもできません。それを繰り越ししていいのかとか、そういったいろいろのもろ

もろの条件があると思います。まだ、そういった情報がはっきりしませんので、遅いかど

うか、それはちょっと私もわかりませんが、今からそれぞれ各部に本当に言われておりま

す金額に対してどういったものに充てれるか、十分各部間で真剣に考えて、やはり緊急支

援対策でありますので、どんなもんがあるか、十分協議をして進めてまいりたいと思いま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 武田矯君。 

○１４番（武田 矯君） 再質問いたします。 

 県のほうでも、今農業振興策としていろいろな食の安全・安心とブランド制の食料品を

いろいろと考えて、この間徳新に載っておりました条例を議員立法でつくったと。そうい

うふうにして、国、県挙げて、農業に対していろいろと目覚めるといいますか、関心が高

まっております。 

 この間も言っておりましたが、国のほうで、今４０％の自給率を最低５０％、６０％ぐ

らいにしたいのであるが、一歩一歩と言いまして、こういうふうに言っておられますが、

農林予算が五、六年前の８％ぐらいにならないければ、今の遊休地から、冬場の遊んでお
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る遊休地がほとんどでございますが、これは一つの資源でございます。阿波市には、少な

いという資源の中にも、いろいろと水の資源、山の資源、またこういう土地の資源がござ

いますが、それを活用することによって阿波市の方法があるのでないでしょうか。そうい

うことに対して、私は担当部長なり市長の意見が聞きたいわけでございます。 

 それと、今総務部長がおっしゃった、入るのを決まっておるように私は思っておりま

す。それに、入ってからでなけりゃあできんちゅうんは、私はその答弁は腑に落ちんと思

うんです。２３日に、皆も知っとると思いますが、国会議員が来て説明した。私は、それ

を信用しております。２０年度の２次予算で、何でことしじゅうもかかる。ことしの年度

補正で決まっておるのを、何でできんのか、これをもう一度聞きたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 武田議員に申し上げます。 

 ３回質問されておりますので、この項についての質問漏れはございませんか。 

（１４番武田 矯君「これで置きますので、もう一度この質問

に対して答弁」と呼ぶ） 

 では、統括して、理事者側、答弁してください。 

 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） ご答弁申し上げます。 

 先ほども申し上げましたように、国では、これから通常国会にそういう提案をされると

いうことですので、私たちもその程度しか、まだ情報として、先ほども申しましたよう

に、インフラ整備とか、商工の活性化とか、農業振興とか、そういう範囲で、そういった

緊急対策に使える、支援対策として使えるということでございますので、そういうことが

決まれば、決まってからそういう対応をするのは遅いと思います。そういったことで、今

から、先ほども申し上げましたように、それぞれ各部に協議をして、準備をしたいと、そ

ういうことでございますので、ご理解をいただけたらと思います。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 休憩暫時いたします。 

            午後１時５２分 休憩 

            午後１時５４分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 武田矯君。 

○１４番（武田 矯君） これでは、質問は要りませんが、私の意見として、この項を最
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後にいたします。 

 昔から、水を治める者は国を治めるということわざがありますが、今は農を治める者は

国を治めるで、農業が一番面倒いと、私は思っております。その点で、私は、けさ新聞を

見ました。そしたら、小笠原市長の写真と名前が載っておりました。私も、びっくりちゅ

うたらおかしいんですけど、そういう状態でございました。小笠原市長も、これはやはり

残した仕事があるし、まだ気力は十分あると、そういうことで私も感動いたしまして。 

 今まで３年、大方４年間、いろいろと市長として見てまいりましたが、私、欲目からで

ございますが、やはりもっと農業に対してもできる人じゃと私は信じております。これか

らまた、今までの市長の経験を生かして、元気を取り戻し、次はこの何倍もの仕事ができ

ると私は確信しておりますので、健康に留意いたしまして頑張ってもらいたいと思いま

す。 

 それで、私は、この項は終わらせていただきます。 

 次に、観光行政についてで、１番、土柱観光の活性化を図るための調査の実施につい

て、このことについて質問いたしてまいりたいと思います。 

 私も、土柱のそばに生まれて７５年間暮らしてまいりましたが、この土柱というもの

は、昔は波濤嶽といっておりまして、今もそういう名前がついておりますが。私の母から

聞いておりますが、大正末期から昭和の初めにかけて、この土柱は、あの山の上に３軒ぐ

らい店屋があって、大変にぎわったそうでございますが、私も子供の時分によく遊びに行

きまして、近くでございますので。上にはパイプの橋がかかって、こうして土柱、恐ろし

げな高い柱がたくさん乗っているのも脳裏に焼きついておりますが、最近になって、この

土柱がだんだん崩れていくといいますか、昔はとんぎったんで、丸うになっていくような

感じがいたします。 

 そこで、私は考えたのでございますが、これを調査することによって、専門家が、また

これが宣伝にもなるし、そして次に維持管理の面でもいろいろな助けになると。ひいて

は、人の関心を呼び、人が集まってくると。また、いろいろな面で美しく、すべてあれも

自然の構造物でございまして、次第に年をとり、壮年期、それから老年期として、自然と

いうものは風化していくものであるんではないかと私は考えておりますので、その調査を

理事者の方にどういう考えを持って維持管理をしているんか、このことについて関係者の

意見をお聞きしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 森口教育次長。 
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○教育次長（森口純司君） １４番武田議員のご質問にお答え申し上げます。 

 今、ご質問にありましたように、阿波の土柱文化財保護保全については、非常に大事な

ことと、教育委員会といたしましても考えております。 

 そういったことで、文化財の保護保全についてでございますが、国指定天然記念物等は

適切に保存し、次世代へと確実に伝達していくために、その本質的価値と構成要素を明確

化し、それらを保存管理していくための基本方針、方法、現状変更等の取り扱い基準を明

記いたしました保存管理計画を策定しなければならないということになっております。し

かしながら、現在までそういった管理計画については策定ができておりません。 

 ことしの７月でございますが、会議のために文化庁の主任調査官が阿波市のほうへ来ら

れました。その折に、文化財担当者とともに、土柱のほうの現地調査と今後の指導につい

ていろいろご指導をいただきました。 

 その折にご指導いただいた内容でございますが、平成１６年の台風被害によります、そ

れに伴いまして崩れた土等の除去をするだけの個別案件だけでなく、まず先ほどご質問に

ございました、国指定の波濤嶽、また橘嶽、莚嶽、不老嶽、燈篭嶽、この５嶽すべての保

存管理計画を策定しなさいというようなご指導をいただいております。そのために、保存

や活用に関し、地質、地形、工学、景観、植物の各専門委員から成る緊急調査委員会を立

ち上げまして、その保存区域でありますとか、方針、活用などの調査成果を取りまとめ

て、その後その緊急調査委員会から、今度は保存管理計画策定委員会へと移行して、保存

管理計画の案を作成するようなことをするべきであるというようなご提示をいただいてお

ります。そういったことで、現在教育委員会といたしましては、その案に沿いまして、関

係課と基本計画につきまして現在協議をいたしております。 

 そこで、先ほど観光という話もございましたので、この保存管理と観光とはセットで進

める必要があるというふうな考えのもとに、今後におきましては、関係課また緊急調査委

員会で検討をしていただきまして、それについても十分検討していきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 武田矯君。 

○１４番（武田 矯君） 今、県選出の国会議員が申しておりますが、徳島県には年１回

徳島で大きな阿波踊りを開催しておりますが、これを年に２回か３回、いろいろな有名な

連を集めて審査会をしたら、観光に人は全国から寄ってくると、そういう計画も立ててい
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るそうでございますが、その阿波踊りと一体となって、土柱、これ土柱の自然公園は、国

定公園に指定されまして、世界でも３本の指に入っておるというようなことも聞いており

ます。そこで、この資源をもっと活用して、人を集めると。また、学校の教育のほうに

も、いろいろと学者が調べてもろうて、教材にもすると、地元にはこういうことがある

と。そういうことで、道は近きより遠きに至ると申しまして、近の人がいろいろと物事を

発掘といいますか、そういうことによって、遠方へ遠方へと波及するのではないか。ま

ず、近の人がそっぽを向いて、遠方を何ぼ来てくれと言うても、私は本末転倒しとると思

う。近からわいて、初めて遠方へ伝わるのじゃないかと、そういう私は信念を持っており

ます。そこで、こういう私、教育長にひとつそのことについて意見を述べてもらいたい

と、私は思います。 

○議長（稲岡正一君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 武田議員のご質問にお答えいたします。 

 あの土柱、確かに世界で３つ、日本では１つということで、全国から大変名所として多

くの人が来ておられたと思います。 

 先ほどお話しありましたように、土柱が少し小さくなっていってるんではなかろうかと

いうこともございました。また、せっかくの土柱を学校や教育の場に利用、活用、視察と

いうふうに考えてはどうかというふうなご質問であったと思います。また、このようなす

ばらしいところを阿波市内の子供たちは本当に知っているんだろうかということも、今私

自身疑問に思ったりもしております。 

 今後は、近くにこんなすばらしいことがあるということをさらに学校にお伝えし、遠足

とか、または家族旅行とか、いろんな場で見に行くように、なお一層お願いをしていきた

いなというふうに思っております。これは、私個人だけではないと思います。阿波の土

柱、本当に大切にしていかなければならないなというように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 武田矯君。 

○１４番（武田 矯君） これで最後になると思いますが、やはり資源というものは活用

すると。また、畑でも田でも同じでございますが、これを活用することによって宝にもな

り、また土にもなり、いろいろと分かれてきますので、この資産のあるものを１００％活

用できるような仕組みを行政のほうで私は考えてもらいたいと。ただ、今までみたいに、

上からの命令で仕事をすると、そういうんではなくして、下から押し上げて、上の者を動
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かすという時代が来とるのではないかと思っております。 

 そこで、責任者の市長、また文化の芸術のほうでは教育長、以下スタッフの方々のそう

いう心構えがなくては、地方の発展は私はあり得ないと、そういう感がいたします。そこ

で、農業であれば遊休農地、これをどういうふうにして活用するか、私は一つ具体的に申

し上げます、遊休農地を。これ冬場遊んでいる農地を活用するのには、手間のかからない

策。今、手間のかかるいろいろ野菜は多くつくっておりますが、何ぼでもそれは農業も老

朽化するし、認定農業者も思うように進まず、お米が５，０００円やそこらでは、何ぼ大

規模にするといいましても、企業は入ってきません。今さっき、副市長が大規模にしたら

いいでないかと、そういうふうなことを私も耳にいたしますが、それはできれば大規模に

して、生産費が安くなるのはわかっておりますが、何ぼ大規模にしても、土地柄、アメリ

カや広い土地のようには私は困難でできないと。山の段々畑とか、平野のこれは広いとこ

ならいいけど、これも限られた場でするので、これを私思うのは、小笠原市長が今度もう

一期出て、それをやるという意欲といいますか、力がある人でないかいなと、私はそれを

思っておりますので、これを切に私は思っておる一人でございます。 

 そこで、まだ教育長の観光のほうは、再々質問はおいて、残っておりますので、私今ま

で校長先生を長々勤めた、そのベースにのっとって、今後土柱をどういうふうにしたら発

展するか、この言葉が聞きたいのでございますので、ひとつお聞かせ願います。 

○議長（稲岡正一君） 武田議員に申し上げます。質問を３回されております。質問漏れ

はございませんか。 

○１４番（武田 矯君） はい。 

○議長（稲岡正一君） それじゃあ、理事者側、一括してご答弁を願います。 

 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 武田議員の再々質問にお答えいたします。 

 土柱のすばらしさ、これ本当にだれしもが認めるすばらしいところだと思っておりま

す。今後、これをどのようにすれば、多くの人が観光に来るかということだと思います。 

 このことにつきましては、私どもは、教育委員会としましては、学校関係者にしっかり

ＰＲすることも大事だと思っておりますし、また市当局の観光課ともよく相談しながら、

いい方法があれば考えていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 武田矯君。 
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○１４番（武田 矯君） これで、終わります。 

○議長（稲岡正一君） 一般質問を続行いたします。 

 １番森本節弘君。 

 

○１番（森本節弘君） 議長の許可をいただきましたので、１番森本節弘、一般質問を行

いたいと思います。 

 このたびは、市長におかれましては、退院おめでとございます。それと、けさの新聞に

も載っとったんですが、再選出馬意向ということで、あと残された任期４カ月ほど、健康

に留意して、よろしくお願いします。 

 今回の皆さんの一般質問の中からも、来年度予算の部分で組み立てとか、そういう部分

での一般質問もあったと思いますので、そういうとこで緊縮財政の中、予算のほうよろし

くお考えくださいますように、お願いします。 

 今回の質問なんですが、財政経済対策ということで１点と、あと入札制度なんですが、

前段の議員方々にもほとんど重なるとこが多いんですが、私ども志政クラブの今の武田議

員とも重なっていたりして、ちょっと大きな問題なんですけども。 

 きょうの新聞にも、朝方月岡議員のほうからも出てましたように、ソニーのほうが１万

６，０００人の人員削減、正規雇用と非正規雇用で、正規雇用の方もかなり削減されるそ

うで、製造業に関しては、この８月以降、夏からこっちですか、やはり大きなサブプライ

ムローンの問題で、世界含め、日本、それからこの阿波市にまで、恐らく雇用、経済、か

なり影響が出てくるんじゃないかと、そういう部分でお伺いしたいと思います。 

 財政経済対策っていう大きな問題で出したんですが、実際突き詰めたところ、雇用対策

というとこになるんではなかろうかと。このソニーの問題以前にも、ちょっと前の新聞に

も製造業の非正規雇用の方が、日本で３万人ほどの方がこの１０月から来年の３月までに

解雇されるんではなかろうかっていうふうな問題も出ました。政府のほうも、緊急対策と

していろんな対策を考えながら、来年度以降の２次補正にいろいろな施策を考えて出そう

としているようでございます。 

 その中で、阿波市に対しては、まず一つ聞きたいところが、この市の対策なんですが、

財政経済っていうか、雇用対策ですよ。そういう部分で、市として何か対策を考えれるよ

うなところがあるか。それと、国、県とどのように、予想される雇用なんですが、そうい

うふうな部分で、国、県とどういうふうな対応を考えていっているのか。 
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 また、先ほど出ましたけども、予算がついての話っていうことになるんですが、以前か

ら緊縮財政で、公共事業っていうものがかなり減額されまして、半分以下になってます。

公共事業に関してもいろんな問題の中で減った部分があるんですけども、やはり市のとる

対策としては、景気対策の一部にもなるであろうし、阿波市の今道路、いろんな公共物も

絶対今考えて計画している部分で、必ず要る道路です。よその全国的に、この道路要らな

い、こういうなんも要らないとかという問題あるんですが、今上げている道路関係、また

建物関係の部分の計画しているもんは、必ず要るもんだと思います。ただ、お金がないと

いうことでできてないんですが、そういうふうな分を計画して、やはりインフラの整備に

使えるような状況をつくっていただきたいし、今どういうふうな状況で、そういうふうな

ものを考えていっているかというところを聞きたいと思いますので、まずこの３つを副市

長にちょっとお伺いして、担当部長に聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（「休憩です」と呼ぶ者あり） 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午後２時２１分 休憩 

            午後２時２４分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 理事者側、答弁お願いします。 

 理事者側に申し上げます。質問者が通告しております１から４の問題について答弁して

ください。 

 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 森本議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 今、森本議員のご質問は、経済対策の中で雇用対策はあるのかと、そういうことでしょ

うか。また、それに対して、国、県とのどのようにしているのかと、そういうご質問であ

ったと思いますが、雇用対策について、今市として雇用に充てると、そういう中身につい

ては、まだご答弁できるような状況ではありません。また、国、県との対応についても、

雇用対策については、まだそういった協議はしておりません。 

 ただ、先ほども武田議員のときにもご答弁申しましたように、まだ不透明なところがあ

りますので、今ご提案いただきましたような内容についても、十分各部とも協議しなが

ら、雇用対策について充てれるものがあれば、そういった対応をする必要があると思いま

す。 
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 以上、答弁といたします。 

○議長（稲岡正一君） 岩脇産業建設部長。 

○産業建設部長（岩脇正治君） １番森本議員の一般質問、２点目の国が緊急支援対策を

打ち出そうとしているが、国、県とどのような対応をするのか、また３点目のところに支

援対策によるインフラ整備等の計画はあるのかとのことで、これにお答えをしたいと思い

ます。 

 インフラ整備等の計画につきましては、緊急対策等が講じられた場合、建設課において

は現在平成２０年度国土交通省道路局補助事業等の要望時に、地方道路整備臨時交付金事

業として平成２０年から平成２９年までの１０カ年の計画を提出いたしております。これ

につきまして、内容は４９路線、うち橋梁が１５橋ということで出しております。この中

で、即対応できるというような改良工事等については、用地補償等、時間を要することか

ら、道路側溝の整備、また舗装等で対応が可能かと考えてはおります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（稲岡正一君） 吉岡市民部長。 

○市民部長（吉岡聖司君） 森本議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 不況の中で、税収減が予想されるが、どのような対応をしていくのかというふうな質問

にお答えをしたいと思います。 

 前段、笠井議員、それから月岡議員にもご答弁させていただいたわけでございますが、

特に不況でございます。納税相談等、常時開設をいたしておるわけでございます。本庁、

支所等、ともにやっております。そういうことで、納税相談に十分対応していきたい。特

に、不況の中で１回が支払いができない、そういう方もおいでると思います。そういう方

につきましては、十分説明をさせていただきながら、分納納付等をご利用いただけるよう

に、これからも相談を受け付けをしていきたいと、そのように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 森本節弘君。 

○１番（森本節弘君） ちょっと何かわかりにくい質問で済いませんでした。 

 ちょっと難しいんで、詰めてちょっとお聞きします。ていうか、実際経済対策はかなり

難しいし、市のほうでは何ともならんていうのが実際なんですが、恐らくもうすぐに来

年、今暮れから恐らく失業者はふえてくると思います。絶対にふえます。現に、何年か前

から公共事業が削減で、かなりの部分の公共事業の従事者、建設業の方々は苦労されて、
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今残っとる人でも、仕事をこなすだけが四苦八苦で、ほとんどまだまだ減っていくと思い

ます。 

 この中で、今回１０月の有効求人倍率なんですが、全国の平均が大体０．８だそうで

す。今回、九州のほうがかなりダメージが大きくて、製造業がやはり車関係のほうが九州

のほうに工場を設置したりして、最近に。そこで、去年なんかだと０．７から８、平均ぐ

らいの求人倍率あったんですが、今回１０月では０．５５倍ぐらいまでに下がってます。 

 それと、徳島労働局の発表で、１０月の有効求人倍率が、徳島では県央で０．８、大体

全国並みなんですけど、県西部では０．５９倍、県南で０．６７倍となっており、私ども

の吉野川の管区内では０．５２倍、まだ以下になっとんです。要するに、仕事をしたい人

が、２人に１人は仕事がないっていう状況なんで、やはり市としても、これほっとけんよ

うな状態になるんでなかろうかと。国からの施策を待っていたんでは、今の武田議員と一

緒なんですが、恐らくどんどん失業者がふえて、先ほども税収が減ってくるんですけど、

税の納付もできない人がどんどん出てきます。 

 そこで、ちょっとお聞きしたいんですが、そういう分での対応は、恐らくちょっと難し

いと思うんですが、何か考えを持たれて、どういう部分で景気対策をやろうかっていうふ

うな、来年度予算に計上できるようなもんはないでしょうか、副市長、こういう部分って

いう。要するに、ちょっと待て。私どもの町もそうなんですけど、大体３本柱と思いま

す。田舎は、大体そうですが、ほとんど建設業に、公共事業に携わった人、それから農

業、あとは何かと言うと、皆さん方は、私ども含めた公務員の方、この３つが経済のほと

んどを担ってきたというか、生産性を持ってました。 

 その中で、あとサービス業の方とか、やはり阿波市の中でも自動車産業の中で下請、ま

たそういうふうな工場もあります。ただ、大規模な工場でなしに、小さい工場で、やはり

派遣社員の方を使っております。そういうとこからの税収もどんどん落ちたり、今やはり

解雇ということで、そういうふうな部分で、精神的にちょっといろいろ苦労される方もこ

れから出てくると思うんですが、やはり市としてそういうふうな対応で、そういう予算を

どこかに入れるということを考えられるでしょうか。 

 それと、もう一つは、やはりそういう窓口を設けていかんとだめなんじゃないかなと思

うんです。市のほうで、ハローワークとか県とか国の対応を待つだけでなしに、そういう

ような状況を判断するというか、情報収集できるような窓口を持つべきではなかろうかと

思うんですが、そういう点はどうでしょうか、副市長。 
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○議長（稲岡正一君） 野崎副市長。 

○副市長（野崎國勝君） 森本議員からは、現在の経済不況の中で、市単独で阿波市の雇

用を主体とした活性化の何かいい行政施策はないか、窓口等の開設できないかというのが

意見だと思いますけれども、私もこの数日、今の世界的な不況あるいは国の不況を振り返

ってみますと、実に我が国っていうんですかね、先を見通した行政をやってきたんじゃな

いかなっていうふうな感じがしてます。といいますのは、たしか平成１２年だったです

か、地方分権一括法というのができまして、これからは地方の時代だよというふうな、非

常な国と地方の役割分担が明確にされた。そうした中で、三位一体改革という制度が打ち

出されたわけなんですが、これはそれぞれ地方交付税あるいは補助金の削減、税源移譲

等々踏まえて、地方分権と絡み合わせた、地方が独立自由を歩めというようなことだった

と思います。 

 今、阿波市がこのあたりを踏まえてやってることは何なんかといったら、まず行政改革

の大綱っていうんですか、これをこしらえて、これにのっとって第１の総合計画ですか、

１０カ年の阿波市の未来像を描いてきたと。そいつを実行しながら、集中改革プランって

いうんですか、これを５年計画で実行して、自立した自治体というのを求めてきたわけで

す。それも、集中改革プランを後実証しなければいけないということで、行政評価、これ

やってます。恐らく１００も２００もある事業の中で、市民に対して大切な事業っていう

んですか、それを洗い直ししてるというのが、今私どもがやってるシステムです。常に、

リサイクルしながら改善していくというやり方ですか。まさに、今森本議員が言われたよ

うに、こういう危急が訪れるのが、逆に言ったら、わかってたんじゃないんかな、予見し

てたんじゃないかなっていう気もしてなりません。 

 今回、第２次補正の中で６，０００億円の中で、ある国会議員が４億円、しかも総務部

長が答えたように、阿波市の自由裁量に近い形で使ってもいいんじゃないかなと。武田議

員からも、今おしかりも受けましたけれども、目前に来て、まだその使い道がわかってな

い、どうしてるんだというおしかりの言葉だと思いますけれども、事実総務部長も答えて

おりますように、その４億円の使い道っていうんですか、なかなか我々行政屋から見る

と、自由に使っていいっていう裁量権は与えられたような気もするんですが、やはり執行

となると非常に難しい。ただ、１つ言えることは、可能な限り経済対策でございますの

で、基金に積み立てたり、借金の返済には充てないようにしてくれよ、インフラ等々、即

経済対策に使えるものにしてほしいな。これも、せめて８割ぐらいっていうことの出てい
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ます。そのあたりが、今岩脇建設部長が答えたような、１０年先の、しかも用地交渉等が

伴わない側溝とか、あるいは舗装とか、そういうふうな手早くやれる事業のインフラに使

えないかなということじゃないかと思います。 

 そこで、１番の今質問の趣旨の雇用の問題については、確かに関係各部とこれから早

速、私も気がつきませんでしたが、早急にそういう場が設けれるのかどうか、あるいは県

内のハローワーク、あるいは県の雇用関係のとこの部署と連携をとりながらできるのか、

あるいは市内の主な企業等と相談できるかなという、そういうふうな相談窓口でございま

せんけれども、協議会、そういうようなものを設けて、早く対応したいと思ってます。 

 ただ、私もじっくり森本議員の話を聞いてまして、阿波市は幸せな町だなと思いました

のは、やっぱり農業の町、非常に先祖の方が営々と築いてきた田畑がある。そんなところ

で、やはり人口減も都市部と山間部ですか、もっとひどい山間と比べて、ある程度の自立

農家っていうんですか、そんなところもあって、跡取りにもなる。あるいは、市役所と

か、あるいは教職員とか、そういう安定した雇用の場がある。そんなところで、阿波市が

何とか安定、自立した経営というんですか、落ちついた市民ができてるのかっていう感じ

がしてます。そんなところからも、とりあえず雇用の場確保については、緊急に相談窓口

等々、関係者と連絡しながら立ち上げたいと思っています。よろしくお願いします。 

○議長（稲岡正一君） 森本節弘君。 

○１番（森本節弘君） そういうふうなちょっと対策というふうな点でも、それと阿波市

の今の現状を知るためにも、窓口的なものを設けてもらって、雇用だけでなしに、やはり

そういうふうなとこに来る若者が多いと思います、これからは。というのは、今の建設業

のほうでもそうなんですけど、ずっと四、五年前ぐらいからですか、建設業も新分野進

出、県や国一体になって、新しい事業のほうに転化せよというふうな部分で、講習会等々

を開いてやってるんですが、成功している人は少ないです。要するに、どういうふうなほ

うに行くかというと、やっぱり農業のほうをせんかとか、そういうふうな林業のほうと

か。 

 今回、新聞でも出ていたように、山口補佐官も、林業と建設業を合体させて、融合させ

た中で事業ができないかというような提案もしているようですけども、そういう部分で田

舎の雇用、それから経済対策っていうのは、そういう建設業とか公共事業に携わる分と、

農業、林業の部分にどうしても力を入れようとするんですけど、そこで景気を興してくる

ってなかなか難しいものがあって、今回の補正の中でも、そういうふうに予算を使えては
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来るんでしょうが、やはりいっときのものしかなかなかならんのんで、窓口を設けること

によって、阿波市の中の若い人とかの雇用も聞けるし、いろいろな悩みも聞けるし、どう

いうふうな職種の方が来るか。 

 １つは、国のほうも言ってたんですけど、解雇されて、臨時の教員とか、それから福祉

のほうに行けるようにできないかとかというふうなことを新聞で読んだんですけど、そう

いうふうなとこの雇用先を考えてあげたりするのも、市のほうが近いんだろうと、福祉関

係の部分とか、そういうふうなとこの雇用の場は、市の人が聞いてあげたりするほうが多

いと思いますので、そういうとこでもそういう窓口を設けていただきたいのと、やはり緊

急対策で来る事業費を、今も副市長おっしゃられたように、基金に積み立てて借金の返済

に充てるちゅうんでなしに、やはり景気対策のほうに使っていただきたいと思いますの

で、そういうふうな予算立てをよろしくお願いしたいと思います。この項は、これで終わ

りたいと思います。 

 ２つ目の入札制度なんですが、これも原田議員のほうとダブってるんですが、これもや

はり入札制度に関して、いろいろ私も一、二年の間質問させてもらいましたし、改善方向

に向いております。今聞いておりますと、１１月からは電子入札のほうが始まりまして、

今後この電子入札を総合評価とか、いろんな部分でやりながら、最低価格も変動型という

ことで、念頭に置いて、４月以降の対応をするということで、この後電子入札をするに当

たっても、現状をこの間も一応聞かせてもらったんですけど、以前の紙入札とどういうふ

うにプラスが出ているか、また今度の工事検査室の設置が、業者さんの品質の向上になっ

ているのか、そういう部分をこの４つ、第１が入札制度による現状どのようになっている

か、それと２の今後の入札制度をどのように進めていくか、工事検察室の設置によって品

質の管理は向上しているか、新入札制度、検査室の新設等により、担当部課がそれに対し

て対応できているか、人材のほうはどうなのかというとこをちょっと聞きたいと思います

ので、担当部長、よろしくお願いします。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 森本議員の入札制度についてのご質問にお答えをいたしたい

と思います。 

 代表質問で原田議員にお答えをいたしましたので、お答えがダブることもありますが、

ご了承いただきたいと思います。ちょっとここ省いて答弁させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 
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 原田議員にもお答えしましたように、電子入札については県の電子入札システムを共同

利用して、１１月１２日に土木工事３件の入札を実施しました。先月末までに建設土木工

事で２０件の入札を実施しましたが、大きなトラブルもなく、順調に済んでおります。未

登録業者の対応や電子での閲覧など、多少の問題がありますが、本格実施に向けて事務を

進めてまいりたいと考えております。 

 続いて、入札制度をどのように進めていくか、２点目のご質問ですが、今後の入札制度

につきましても、原田議員にもお答えしました、まず１番目には総合評価方式による入札

の拡充、２つ目には最低制限価格の見直し、３つ目には建設工事共同企業体の取扱要領の

改正、４つ目には土木建築工事に伴う設計業務の電子入札の施行、入札参加者の事前公表

から事後公表への変更など、入札制度について市内建設業者の育成、公平公正な入札制

度、さらには品質確保に向けた取り組みをしてまいりたいと考えております。 

 ３つ目でありますが、工事検査室の設置によって品質の管理等は向上しているのかとい

うご質問でありますが、ご承知のように、本年の４月から防災対策課内に入札検査担当部

局を設置いたしました。６月には、市の工事検査規定、市の工事成績評定要領を抜本的に

改正いたしました。同時に、市内の建設業者には、入札進行検査に当たっての留意事項と

して、検査体制が変わったこと、電子入札の施行を下半期に開始することなどを通知いた

しました。この検査担当部局ができたということだけでも、市職員を含め、業者の方にと

っても法令遵守や品質確保に向けた意識の向上が感じられました。 

 竣工検査の状況については、１１月末現在、土木工事が１４件、建築工事が３件、合計

１７件実施いたしました。昨年までは、同じ課の職員が竣工検査を実施していましたが、

今年度からは独立した部局で竣工検査を実施するということで、現地検査の前に書類検査

も実施し、発注者側である工事監督に対しても指導をしておるところであります。業者に

対しては、現地検査時に品質管理や施工方法、写真の撮り方等、品質確保に向けた取り組

みについて指導しております。品質が向上しているという実績はまだデータが蓄積してお

りませんので回答できませんが、今後も公共工事の品質確保に向けた取り組みを強化して

まいりたいと思います。 

 また、４点目の検査室の新設等により、担当部課の現状はどうかということですが、防

災対策課で申し上げますと、担当部署には現在職員が２名、主幹が１名と課長補佐１名と

検査監１名の３人体制で事務を行っております。新設後８カ月が経過したわけですが、こ

の間、工事検査規定や工事成績評定の抜本的改正、各種要綱や運行基準の改正、電子入札
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の導入などを実施してまいりました。入札制度の改革や公共工事の品質確保に向けた職

員、業者への指導や育成などは、当然専門知識を持った職員の配置が必要であり、現在県

職のＯＢを検査官として配属しておりますが、今後とも適正に実施してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 岩脇産業建設部長。 

○産業建設部長（岩脇正治君） 森本議員の入札制度を検査室の新設により担当部課の現

況はどうか。産業建設部のほうから事務事業の見直しにおきまして、入札、工事、検査事

務が、防災対策課に移管されたことにより、建設課の事務分掌は、土木係５名、周辺対策

３名、維持管理３名、現場維持補修４名、登記庶務２名、住宅担当４名の計２２名の職員

で構成しております。道路改良工事等に係る企業用地について、登記法の改正に伴い、企

業、地権者及び企業地周辺の地権者の立会が必要となったことから、境界立会等の日程調

整等に時間を要しているのが現状でございます。 

 なお、企業地外地権者への立ち会いを依頼しても、休日もしくは祝日でないと立会でき

ないというようなことが多く、担当職員に休日出勤等を依頼して対応しているのが建設課

の現状でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 森本節弘君。 

○１番（森本節弘君） 今の説明聞いた中で、ちょっと一、二点もう少し聞きたいんです

けど、管理課を設けることによって、検査室を設けることと品質の向上のほうもできた

し、検査対象の建設課のほうから検査部分が外へ抜けたんで、建設課としてはそっちのほ

うが楽になったか、人材がそっちに行ったか、ちょっとようわからんのですけど、４つほ

どの組み立てができると思います、公共事業の発注に当たっては。やはり計画があって、

用地の交渉、それから用地ができて、施工ができるとなったら、あと施工の担当、施工と

いうか、仕事のほうを発注して、現場のほうをこなしていく現業のほう、それから最終的

に検査やって、やり上げて、受け取るというふうな４つの方法があるんですけど、私いつ

も思うのが、用地のほうが今回また担当が、建設のほうがやはり行く部分が多いんで、

私、建設部のほう入るんですけど、何かちょっと人が少ないんじゃないかなと。少ないと

いうか、ちょっとおくれぎみ、人間が少ないもんで、計画、発注、工事となってきたらち

ょっとおくれぎみになって、どうしても要望してあるものとかがおくれおくれする。それ
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によって、１０月とか１１月に発注して年度末までに上げたいやつが、どうしても１月と

か２月になっているんです。それによって工期が短くなって、今度業者さんのほうもちょ

っとあっぷあっぷするような、仕事がちょっとやりにくい。また逆に、書類の契約上ちょ

っと延ばさないけないという部分が起きつつあるような気がするんですが、そういう分は

対応できてますか、部長。 

○議長（稲岡正一君） 岩脇産業建設部長。 

○産業建設部長（岩脇正治君） 森本議員の再問についてお答えします。 

 先ほども申しましたように、企業地外の地権者等の連絡調整というのに、やっぱりかな

りの時間を費やしております。ただ、本年におきましては暫定税率等の問題がありまし

て、１カ月余りおくれてきたっていうのも、先延ばしになっておる原因の一つと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 森本節弘君。 

○１番（森本節弘君） 最後になるんですが、今の建設部のほうにも今聞いたように、ち

ょっとインフラ整備で来年の予算で緊急対策事業とか出た場合のハード面の仕事をする場

合にこなす部分で、ちょっと現業が少ないんじゃないかなと思ったりもしてますので、そ

この部分の充実したのも込めて、市長、副市長にそっちの人員配置も考えた予算をしてい

ただいて、今ある道路整備とかの計画をスムーズにこなして、またそれが景気対策の一つ

にもできるような格好で組み立てていただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 それでは、今回の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午後２時５５分 休憩 

            午後３時１２分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長いたしたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は、午後５時を過

- 172 - 



ぎる場合、延長することにいたします。 

 それでは、一般質問を続行いたします。 

 １０番木村松雄君。 

 

○１０番（木村松雄君） 議長の許可をいただきましたので、１０番木村松雄、ただいま

より一般質問を始めたいと思います。 

 平成２０年もあと３週間弱となりましたが、小笠原市長も公務に復帰され、そんな中で

の第４回定例会でございまして、代表質問及び一般質問も、私を含めて、あと２人となり

ましたが、４点を通告に従いまして進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いをいたします。 

 質問の前に、通告書にちょっと訂正をさせていただきます。 

 通告書の中の２番に「幼稚園の延長保育」とあるわけなんですが、これは「預かり保

育」でございます。それと、４番目の「観光ガイドブック」とあるわけなんですが、これ

は「観光ガイドマップ」の誤りでございますので、おわびをして訂正をさせていただきた

いと思います。 

 それでは、質問に入る前に、阿波市の今までの経過、経緯について少し振り返ってみた

いと思います。 

 平成１４年４月、国による地方分権一括法が施行され、国から地方へ、官から民への発

想を基本に、徳島県においても地方分権の推進に当たっての基本的考え方と具体的取り組

み方策を明らかにするため、徳島県地方分権推進指針を策定し、地方分権型社会に対応し

た県と市町村の関係の見直し、市町村の行政体制整備の支援を図り、個性豊かで活力に満

ちた地域社会の実現を図るためには、住民に身近な行政サービスは住民に身近な地方自治

体が行うことを基本とした分権を推進する必要がある。また、指針においては、市町村の

果たすべき役割を強化するため、市町村が新たに要望する項目も加えながら、必要な県独

自の権限移譲を検討すると。地方分権型社会においては、県と市町村は対等、協力の関係

の中で、それぞれの役割分担を踏まえ、住民に最も身近な自治体である市町村が地域にお

ける施策を主体的に担い、県はそれを支援するという、市町村優先の考えを基本にした行

政が強く求められる。また、地方分権行政の高度化等に対応し、市町村の自主的合併の取

り組みが進められており、合併による行政基盤の整備に対応して、行政サービスの充実が

図られるよう、合併後の市町村の運営に有効な権限の移譲を推進するというような、国あ
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るいは県の施策のもとに、阿波市の旧４町も例外ではなかったわけでございます。自主財

源の少ない町にしてみれば、国からの地方交付税が毎年減少する中で、合併特例法では、

合併後１０年間は合併前の交付税の水準が保証される、さらに合併した場合１０年間与え

られる財政優遇措置といろいろなメリットを打ち出し、全国で３，２００余りある自治体

を３分の１の１，０００ぐらいにしようという国の施策でございました。そして、あわ北

合併協議会が立ち上げられ、住民にも合併の必要性が認識されたわけです。 

 ２１世紀を迎え、行政を取り巻く状況は大きく変化しており、日常生活圏の拡大、高齢

化の進展による行政需要の増大や地方分権の進展に伴い、これまでにない新たな行政課題

に対応していかなければならない。また、住民ニーズにも多様化しており、質の高い、き

め細かな行政サービスの提供が求められている。このような状況の中において、さまざま

な課題に的確に対応するために、これからの自治体は、効率的な行政運営の確立や、より

主体的な行財政運営の推進を図る必要があり、そのための有効な手段として市町村合併の

必要性を訴え、そして阿波市が誕生したわけでございますが、決してすんなり事が進んだ

わけではございません。土成町では、一度は合併議案を否決しております。しかし、その

後、新庁舎は土成町に建設するという話が急浮上いたしまして、それからいろいろさまざ

まな過程を踏み、平成１６年６月２５日に４町による合併調印式が行われたわけでござい

ます。 

 平成１６年６月２５日に、阿波町役場におきまして調印式が行われたときの合併協定書

が、このような協定書がございます。吉野町、土成町、市場町、阿波町というふうなこと

を書いております。この協定書をご存じない方、あるいはお忘れになった方もあろうかと

思いますので、少しだけ読まさせていただきます。１、合併の方式。板野郡吉野町及び土

成町並びに阿波郡市場町及び阿波町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合

併とする。２、合併の期日。合併の期日は、平成１７年４月１日とする。新市の名称。新

市の名称は、阿波市とする。４、新市の事務所の位置。新庁舎の建設に関すること。４町

が現有する庁舎の施設状況等を考慮し、合併後速やかに新庁舎建設事業に着手する。市庁

舎建設用地を土成町の県道鳴門池田線、県道１２号線沿いで確保し、建設に取りかかる。

４の２です。事務所の位置、候補地の選定及び現庁舎等の利用方式に関すること。新庁舎

が建設されるまでの間、新市の事務所の位置を阿波郡阿波町字東原１７３番地に置く。な

お、庁舎の利用方式は、効率的な行政を確保する観点等から、本庁方式を運用する。本庁

以外において、住民サービスの低下を招かないように、総合窓口を設置する。それと、５
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番目……、ずっと２６項目にわたりまして、中に記載されております。そして、最後に調

印書です。ここには、吉野町長、土成町長、市場町長、阿波町長、そして立会人として飯

泉嘉門徳島県知事の５名の署名捺印がされておりますのが、これが合併協定書の内容でご

ざいます。このように、新庁舎建設についてもはっきりと協定書にうたわれております。 

 小笠原市長は、合併協定書のとおり、土成町に庁舎を建設すると明言をされておりま

す。 

 当時、住民の方は、合併すれば行政サービスは高くなり、公共料金等の負担は軽くな

る、その後人の花咲く町ってどんな町だろう、安らぎ空間ってどんなんだろうと大きな期

待と夢があったと思います。また、合併をしなければ、町はやっていけない、このままで

はあと５年しかもたない、そんな説明のもと、住民は合併を余儀なくされた町もございま

した。そして、小笠原市政の３年８カ月、どんな市政であっただろうか。そんなことを思

いながら、頭に浮かべながら、本題の質問に入ります。 

 私の質問、１番目の市内各地域の集会所、神社、公園の水道使用料の徴収方法は、現在

どのような方法で検針、徴収をしているかの説明を、まず水道課長に求めたいと思いま

す。そして、市内各地にある墓地にあります水道の件につきましては、これは市当局のす

ばらしいご配慮によりまして、受益者、地元負担がなしという形になっております。この

点につきましては、市当局のすばらしい判断であったと、私は高く評価をいたしておりま

す。説明をあわせて、水道課長、集会所と神社、公園の数についてもお願いをいたしま

す。 

○議長（稲岡正一君） 森本水道課長。 

○水道課長（森本浩幸君） １０番木村議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 市内各地域集会所、神社、公園の水道使用料の徴収方法はということですが、平成２０

年１１月現在の阿波市内における集会所、神社、公園での水道使用の件数、料金徴収方法

の現状は次のとおりであります。なお、集会所、神社、公園は、使用者名簿登録より選び

出してあります。 

 まず最初に集会所ですが、阿波市内で件数といたしまして１６１件あります。うち、給

水どめ件数が６件、差し引き使用件数が１５５件でございます。これの徴収方法でござい

ますが、口座振替が１１０件、納入通知書による納入が４５件でございます。 

 旧町別に、土成町では３６件、うち給水どめ件数が２件、使用件数が３４件でございま

す。徴収方法につきましては、口座振替３２件、納入通知書によるのが２件でございま
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す。 

 次に、吉野町ですが、件数で３２件、使用件数も同数の３２件でございます。徴収方法

につきましては、口座振替の７件、納入通知書が２５件でございます。 

 次に、市場町でございますが、件数が４１件、給水どめ件数が１件、使用件数が差し引

き４０件、口座振替がそのうち３１件、納入通知書が９件でございます。 

 次に、阿波町ですが、件数が５２件、給水どめ件数が３件でございます。差し引き使用

件数が４９件でございます。口座振替が４０件で、納入通知書が残りの９件でございま

す。 

 次に、神社でございますが、阿波市内の合計といたしまして、件数が２３件でございま

す。内訳といたしまして、土成町が１３件、吉野町が１件、市場町が４件、阿波町が５件

でございます。徴収方法は、全部２３件とも口座振替でございます。 

 次に、公園ですが、阿波市内の合計が件数で１７件。１７件のうち、給水どめ件数が４

件、差し引き使用件数１３件。 

 次に、内訳といたしまして、土成町が１２件でございます。そのうち給水どめ件数が４

件、使用件数が８件でございます。 

 次に、市場町でございますが、件数が２件、使用件数も２件でございます。 

 阿波町においても、件数が３件で、使用件数３件でございます。 

 公園につきましては、徴収方法は全部納入通知書による方法でございます。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 木村松雄君。 

○１０番（木村松雄君） この各地域の集会所、神社、公園の水道は、合併前の土成町で

は、年間で幾らかというふうな徴収の方法をしておりました。阿波市で、各集会所、神

社、公園にしても、これ土成町は非常に数が多ございまして、恐らく集会所、神社、公園

につきましては、最低の料金の設定かなと思います。１，０００円に消費税という形で

１，０５０円の徴収をしておるんだと思いますが、課長、これ公園の数って、吉野町はゼ

ロなんですか、後で結構なんですが。非常に、多分吉野町につきましても、公園がゼロっ

ていうことはないと思うんです。水道につきましては、公のほうで負担しているのかな

と。ですから、ゼロという多分数字だと思うんですが。 

 集会所が、毎月１，０５０円払わなければならないと。今の徴収方法でございますの

で、決して１０立方メートルも使わないのが現況だと思います。１０立方メートルといい
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ますと、家庭のふろにして３杯ぐらいですか、それよくわかりませんが。１０立方メート

ルといいますと、かなりの量でございます。集会所、神社と公園につきましては、とても

じゃないけど、１カ月にそれだけは使わないと思いますので、そこでこの施設の水道の使

用料を見直すっていうか、安くしていただけるような方策はできないものかと思うんです

が、使ったものを安くしてくれと言ってるわけではないんです。使ったものについてはお

支払いいたしますが、今の現状では、使わないものについても払ってるかのような料金設

定だと思いますので。 

 水道課長にもう一度お聞きいたしますが、検針の方法を民間委託されとんか、それとも

職員の方で回られているのか、その点についてお答えをいただきたいと思います。この水

道使用料、非常に各自治会が管理運営してますので、わずか数千円のことかと思います

が、収入のない自治会、地元にしてみれば、大きな負担になるわけでございますので、そ

の点をひとつご考慮いただけないかということを、副市長、どうでしょうか。わずかなそ

ら金額かもわかりませんが、収入のない、財源のない自治会にしてみれば、本当に大きな

負担になりますので、どうかその点についてのご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 森本水道課長。 

○水道課長（森本浩幸君） 木村議員の再問にお答えさせていただきます。 

 水道量水器メーターの検針方法ですが、現在１０名の方に委託しております。１０名の

うちといいますか、８名の方は個人でございますが、２名はシルバー人材センターのほう

へ委託しております。 

 検針の委託料の金額につきましては、１件６５円で委託をしております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 理事者、答弁してください。 

 野崎副市長。 

○副市長（野崎國勝君） 木村議員の収入のない自治会っていうお話があったんですが、

市から自治会には、たしか４，５００円支給してます。それ以外の自治会なんですかね、

あと道路の管理料で１戸当たり５００円、そういう自治会があることはちょっと理解でき

てませんので、申しわけないんですが、ご答弁差し控えさせていただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 木村松雄君。 

○１０番（木村松雄君） 私の表現が適当でなかったかと思います。収入のないでない、

収入の少ない自治会にしてみれば、毎月１，０５０円、年間にすれば１万２，０００円の
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負担は非常に重くなるということでございます。 

 そして、毎月検針して毎月納付書を送られてきてますので、それを年２回ぐらいにして

いただければ何千円かは安くなりますので、使ったものについて減免をしてほしいと言う

てるわけではないんです。できるだけ、そういう公共的なところでございますので、負担

を軽くしていただきたいなと、そういうお願いでございますので。おわかりいただけます

か。 

○議長（稲岡正一君） 木村議員、申し上げます。 

 この項については最終になると思いますが、質問漏れはございませんか。一括して答弁

でよろしいですか。 

○１０番（木村松雄君） 答弁によってはと思うんですが。それでは、誠意あるご答弁

を、もしくは協議をしていただきたいなと思いますので、お願いいたします。 

○議長（稲岡正一君） 野崎副市長。 

○副市長（野崎國勝君） 誠意あるご答弁ということでございますので、誠意あるご答弁

をさせていただきます。 

 今申しましたように、１自治会当たり４，５００円プラス道路等の協力金、１人当たり

５００円ということで自治会には送っておる。無理なお願いをしてるとこでございますけ

ども、私の集落を見てみましたら、２０戸です。確かに、経費随分要ります。トイレもあ

るし、いろいろ要りますけれども、それぞれ年２回から３回、たんびに３，０００円皆戸

別から徴収して、自治会を守っていると。でき得れば、これから個人個人もそれぞれ自立

に向かって動いてもらわなきゃいけませんけれども、特に自治会あたりは、そのあたりし

っかりと、特に土成のあたりは、土成は公民館もないっていう中で非常な文化活動をやら

れて、旧３町のモデルになるようなとこということで私も答弁してございますので、その

点十分にお含みの上、議員にもしっかり十分なご指導を、ご協力をお願いしたい、かよう

に思っていますので、よろしくお願いします。 

○議長（稲岡正一君） 木村松雄君。 

○１０番（木村松雄君） 私の感触では、誠意ある答弁だとは思えませんので。なぜこれ

を申し上げますかと言いますと、非常に旧町時代からの感触といいますか、そういうよう

なものがまだ潜在しておりますので。 

 非常に神社、公園、集会所、土成町は数が多ございまして、他の地域は水道料金につい

てもほとんど公が負担しておるというような格差がございますので、それを一回見直しを
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していただきたいなと思って取り上げたわけなんですが、これ以上答弁求められないとい

うことですから、この件は置きますが、どうも納得のできない答弁だと思います。 

○議長（稲岡正一君） 木村議員、申し上げます。 

 質問者が納得していないということでございますので、議長の権限で理事者側に明快な

答弁をもう一回させます。 

 理事者側は、してください。 

○１０番（木村松雄君） 議長のご配慮でございますので、収入はないことはないわけな

んです。４，５００円と５００円は市のほうからいただいておりますが、それだけでは出

費はございません。いろいろとさまざまな諸経費が要ります。合併浄化槽の法定点検と

か、いろいろなものが、諸経費が要りますので、水道料金も使ったものは、これは仕方な

い、お支払いしなければならないんですが、使わない、余分に払うような料金の設定でご

ざいますので、そこを何とかお願いを聞いてほしいなということでございますので、再度

ご答弁をお願いいたします。 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午後３時４１分 休憩 

            午後３時４５分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 木村松雄君の質問をしてください。 

 木村松雄君。 

○１０番（木村松雄君） それでは、水道の件につきましては、第１阿波市総合計画の中

にも、水道料金の適正化を図り、水道事業の健全化に努めるとうたわれておりますので、

そこらをしっかりと料金の適正化についてのご審議をお願いいたします。 

 それでは、２番目の幼稚園の預かり保育を午後６時までとするお考えはないかという項

目でございますが、市長は平成１９年４月より少子化対策の一環として、出産した母親に

支給する出産祝い金を大幅に増額し、また本年４月より児童福祉の向上と子育て支援の充

実を図るため、９歳未満だった、乳幼児等に助成しております医療費の支給年齢を１２歳

までに引き上げるなど、子育て支援には思い切った施策を打ち出し、今や県下でもトップ

クラスの町だと言われております。この件につきましては、昨日の松永議員の質問の中で

も大きく評価をしておりましたが、この件については、私も同感でございます。実際に、

私も、若い市民の方から聞いております。出産するなら阿波市だと、子育てするなら阿波
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市とのお話を何人もの方から聞いております。この制度は、阿波市の一番に自負できるも

のだと思います。 

 そこで、幼稚園の基本理念と現在の預かり保育の現状についての答弁をお願いいたしま

す。 

○議長（稲岡正一君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 木村議員の預かり保育についての現状ということでございま

す。 

 預かり保育は、阿波市全体で現在１８２名、幼稚園に在籍する数が４３８名分の１８２

名が預かり保育を今現在しております。それでよろしいでしょうか。 

○議長（稲岡正一君） 答弁漏れがあります。 

 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 失礼いたしました。答弁漏れがございましたので、ご答弁いた

します。 

 まず、幼稚園についての理念ということでございます。 

 非常に大事なことでございまして、幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培

う上で重要でございます。幼稚園教育は、計画的に環境を構成して、遊びを中心とした生

活を通した体験を重ねて、一人一人に応じた総合的な指導を行うこととしております。 

 幼稚園教育には、幼稚園教育要領でその内容が規定されておりまして、幼稚園修了まで

に同時に育つことが期待される、心情、意欲、態度などをねらいとして保育をいたしてお

ります。 

 それから、先ほどちょっと現状ということで、数、人数だけ申し上げました。あと、時

間も申し上げます。 

 現在の預かり保育の時間でございますが、基本的には原則として５時までを預かり保育

の時間としております。しかしながら、本年度に入りまして、保護者からの多くの要望も

ございました。現時点におきましては、一応６時まで預かり保育を弾力的に運用させてい

ただいております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 木村松雄君。 

○１０番（木村松雄君） ただいま教育長より、幼稚園の保育理念並びに現状のご答弁を

いただきましたが、そのご答弁のとおりだと思うんです。 
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 今回、この質問をなぜ出したかと申しますと、保護者の方から預かり保育をお願いした

いと言っていましたところ、幼稚園は５時までですというふうなお答えが返ってきたと聞

いております。しかしながら、先ほども申し上げましたように、小笠原市政は、子育て支

援に非常に手厚い施策を講じておりますので、そんなことはないだろうと思って私もおり

ました。基本的には５時までですが、弾力的に６時まで保育しているという答弁です。 

 預かり保育につきましては、最初は４人、５人の友達が預かり保育をされとるわけなん

ですが、５時が近づいてきますと、１人減り、２人減り、最後は１人になるわけなんで

す。５時を過ぎても、まだおうちの方が迎えに来ないといった現状の中で、お子さんはど

ういうことをしているかといいますと、先生が机で職をなさっておる、その下でひとりで

おもちゃで遊んどんです。その表情は、先生が何を話しかけても無言で、じっと耐えとる

わけなんです。やがて、お母さん、お父さん、家の方が迎えに来ますと、ためておった涙

をわっと出して、お母さん、お父さんと言って、わっと入り口のほうに走っていくわけで

す。そういう光景を見ますと、教育長、そら涙が出ますよ、これは。子供だって、いっと

きも早く家に帰りたいわけです。保護者の方も、一分一秒でも早くお子さんを迎えに行き

たいというのはあると思うんです。ですが、やはり皆さん、これいろいろ家庭の事情等々

によりまして就業している。そして、５時まで就業して、そしてそれから迎えに行ったり

するわけなんですが、勤務を５時に終えて、５時に迎えに行くというのは、これは到底物

理的には不可能な話でございますので、今教育長のご答弁をいただきまして、阿波市の幼

稚園につきましては弾力的に６時ごろまで保育をしておるというふうなお答えをお聞きい

たしまして、私は安心をいたしました。ぜひともこの施策を継続をしていただいて、阿波

市の未来を担う子供たちの場でございます。育成ができますよう、今の制度を継続してい

っていただきたいと思います。 

 現場の先生も、これは大変なんです。しかし、それ以上に大変なのが、お子さんの気持

ちなんです。教育長、これわかりますか、この気持ち。お母さんを、お父さんを見たら、

涙流して、わっと走っていく。子供だって、早く帰りたいわけです。保護者だって、いっ

ときも早く迎えにいきたい。しかし、そこにはいろんな事情等々があるわけですから、ぜ

ひともこの制度を継続して、そして現場の先生には本当に大変なご労苦があろうかと、私

敬意を表しております。 

 市長にお願いがあるわけなんですが、そういう現場で苦労されてる先生方を１回か何回

か激励の視察を、副市長でも結構でございますので、そういうような現場に行って、たた
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えてあげてほしいなと思うわけでございます。その点、市長は大変激務、忙しい方だと思

いますので、副市長なり、収入役もおいでますので、その点現場にも足を運んでいただき

たいなと思います。これ私からお願いをしておきたいと思います。 

 住民の保育ニーズは多種多様でございます。なるべく長い時間預かってほしい。また、

幼児期にふさわしい教育を受けさせてほしいとか、また幼稚園に求められてるのは、幼児

教育システムの充実、また安全で恵まれた環境の整備だと思います。この件につきまして

は、あと一点教育長にご答弁をいただきたいと思うんですが、土成町には幼稚園と保育所

との一体になった幼・保一体化がございます。これは、土成町が平成１３年、本来御所幼

稚園、土成幼稚園、そして真ん中に中央保育所がありまして、３園とも建設当時がよく似

た年代でございましたので、よく似た老朽化が進みまして、当時その３施設とも建てかえ

をしなきゃならんという状況のもとに、当時の町長が、それだったら保育所、幼稚園を一

体にしようじゃないかというような形で完成させた事業でございます。 

 教育長にお尋ねしたいのは、その幼・保一体化の施設をどういう見解でとらえておるの

かと。合併の前は、保育所と幼稚園とのそれぞれに所長、園長がおりまして、それにセン

ター長という形で運営をしておりましたが、現在は園長もほかの幼稚園とのかけもちとい

う形で、保育所長はおりますが、センター長はおらないといった中で、安全危機管理と

か、いろんな面において私は幼稚園に園長を常駐させるべきだと、またセンター長もこれ

はどうしても要るんじゃないか。今の幼・保の施設は、管轄、所管の部署が全然違ったわ

けですから、保育所は北側から入って、幼稚園は東から入るというような変則的な建物に

なっておるわけなんですが、この幼・保の一体化の施設を、教育長、これからどういうふ

うな運営を目指していかれるのか、幼・保一体化に対しての見解を教育長のご答弁をいた

だきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 木村議員の再問にお答えいたします。 

 本市には幼稚園が９園ありまして、その１園が土成中央幼稚園でございます。その土成

中央幼稚園は、今木村議員から申されましたように、保育所と幼稚園が一体化しておりま

す。今現在は、保育所長か、幼稚園兼務の園長がいます。このことにつきまして、私はこ

ういう一体化してきたことにつきまして、大変よいところもたくさんあります。一方、こ

れはと思われる所もあります。 

 そこで、今後この幼・保一体化がさらにいい方向に生かしていかなければいけないとい
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うことは常々思っております。今申しましたように、よいところというのは、零歳から保

育所へ入って、そして３歳までは保育所、そして４歳、５歳は２年の幼稚園を行っており

ます。その流れといいますか、保育所から幼稚園へ行く流れは非常にいいようで、大変子

供たちにとっては何の隔たりもなくというか、うまく幼稚園へ移行しておるというのがい

いと思っております。ただ、この中央幼稚園が小学校の敷地にないということが、一つの

私は欠点であると思っております。あと８園につきましては、小学校の敷地内に幼稚園が

ありまして、幼稚園から１年生に行く、その橋渡しは大変スムーズにいっているのが現状

でなかろうかというふうに思います。ですから、そう申しましても、中央幼稚園は小学校

のところにというわけにいきませんので、そこをしっかりと踏まえながら、今後幼稚園教

育に頑張っていかなければいけないというふうにとらえております。本当に、先ほど木村

議員から涙が出るようなお話もしていただきました。常々、私は、幼稚園はできることな

ら２年幼稚園、そして小学校にスムーズにいけるようにということを思っております。で

すから、預かり保育にしましても、預かっておりますそれぞれの幼稚園でも、一生懸命考

えて努力をしております。ただ、常に私は、子供の立場に立って考えますと、本当に子供

は早く家に帰りたいだろうなということをいつも思っております。ですから、これは今の

質問とちょっと以前の質問になるんですけど、本当に保護者の方にはできる限りお迎えに

来ていただきたいなというのが私の本心でございます。 

 ちょっと幼・保一体についての今後の経営方向については、今議員から申されましたよ

うに、センター長を置いてはどうかというふうなご意見がございました。以前にはありま

した。このことについては、子育て支援課のほうともよく相談しながら、どういう姿が一

番いいか、今後しっかりと検討していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 木村議員に申し上げます。 

 議論が随分進んでおるようですが、まだ質問が大分残っておるようですので、あと８分

少々ですので、できるだけまとめてよろしくお願いします。 

 木村松雄君。 

○１０番（木村松雄君） ただいま教育長からご答弁いただいたわけなんですが、今後と

もこの幼・保一体化の施設を健全で保護者のニーズに的確に沿った運営をしていただきた

いと思います。この幼・保の一体化につきましては、秋山健康福祉部長の管轄でもあろう

かと思うんですが、また協議をされて、よりよい方向に運営をお願いをいたします。 
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 それでは、次の３番目の市内公的機関のＩＰ電話の活用の取り組みについてというとこ

ろでございまして、阿波市ケーブルテレビ事業ＡＣＮ、この事業に４０億円余りの経費を

費やし、各家庭に光ファイバー網を整備し、ケーブルテレビサービスやＩＰ告知放送、高

度なインターネットサービスを提供することにより、リアルタイムな住民への行政サービ

ス、情報を提供することを可能にし、より密着した地域コミュニケーションの向上を図る

ことを目的にした大事業でございました。 

 この施設を有効に活用するために、ソフトバンクＢＢ株式会社に回線をお貸しして、イ

ンターネット接続サービス及びＩＰ電話サービスの利用が可能になるわけなんですが、阿

波と吉野町エリアにつきましては、昨年の１０月からサービスが開始されておると思うん

ですが、土成、市場につきましては、ことしの６月であったかと思います。 

 そこで、このＡＣＮを利用したＩＰ電話のシステムです。システムと、それとソフトバ

ンクは阿波市との契約が日本で初めてというふうなことを聞いておりますので、技術的な

問題はないか、またトラブルはないか、それとＩＰ電話の加入者はどれくらいいるのか、

それとソフトバンクと回線使用料をどのような契約しているかについて、ご答弁をお願い

したい。それと、ＩＰ電話に加入すれば、料金が非常に安くなるという会社のキャッチフ

レーズでございますが、公的機関の本庁、支所、学校、いろいろなところの料金の対応は

どのように考えているのか。今、電話料がどれぐらい要っているか、それは私把握してお

りませんが、そこの点のご答弁をお願いいたします。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 木村議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 初めに、１点目の市内一般家庭のＩＰ電話の普及率はどのくらいかというご質問であり

ますが、これまで阿波市内ではＩＰ電話を使う場合、ＡＤＳＬという電話回線を利用する

しかありませんでしたが、現在はこれに加えて、ＡＣＮが整備できましたので、この光回

線を利用いただく方法があります。このサービス提供は各通信業者が行っており、各企業

の内部情報でもありますので、ご質問の加入件数をもとにする普及率は把握することはで

きません。ただ、参考に、総務省が実施しました調査によりますと、電話全体に占めるＩ

Ｐ電話の普及率は２５％になっています。また、本市のＡＣＮの１１月末のインターネッ

トの加入者数は２，０４０件で、うちＡＣＮのＩＰ電話の加入者は１，１５６件と、およ

そインターネット加入者の半分の方が利用されております。 

 先ほど、ソフトバンクの話がありましたが、その通信業者に対しましてのトラブルにつ

- 184 - 



いては、私のところにはまだそういったトラブルについてのお話は聞いておりません。そ

ういったことで、通信業者との貸し借りといいますか、そういう計画、ＩＲＵ契約を結ん

でおりますが、これは長期にわたっての契約という意味で、お貸ししとる金額でございま

すが、予算でも計上させていただいておりますように、３，９９０万円予算計上をさせて

いただいております。 

 次に、２点目の公的機関の取り組みについてでございますが、市が管理する公共機関に

は、いろいろな施設があります。個別にＮＴＴ回線を利用した一般電話を利用していま

す。市の管理する公共施設について、ＡＣＮを利用するＩＰ電話への加入につきまして

は、事業者ともいろいろ協議を行いましたが、現在のＡＣＮで利用可能なＩＰ電話サービ

スは、主に個人を対象とした１回線１電話のものとなっており、本庁、支所のように、代

表局番を持って、何回線もの切りかえが必要な施設についてのサービスについては、現在

のとこ対応はできていないのが現状でございます。このため、現在のところ、市が管理す

る公共施設において、ＡＣＮを利用したＩＰ電話は利用していないのが現状であります。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 木村松雄君。 

○１０番（木村松雄君） ソフトバンクとの契約では、ＩＰ電話については個人だけなん

ですか。何回線もという、そういう契約はしてないんですね。 

 わかりました。 

 公的機関の電話料につきましても、できるだけ各ＮＴＴとか、ほかの通信業者とか、安

い方策を研究していただいて、財政難の折、少しでも経費節約、節減になるような方策を

とっていただきたいと思います。この件は終わります。 

 最後の４番目の市内観光名所をどのようにＰＲしているかというとこでございますが、

阿波市にはたくさんの観光名所旧跡があり、担当課も観光ガイドマップを作成して、市内

外にＰＲしていると思いますが、こういうふうな立派なものができてるんです、こういう

ふうな。ほんまに１２０点ぐらい出してもいいんじゃないかというようなマップができと

んですが、これを作成、印刷しても、倉庫に積んどいたんでは何にもならないわけですか

ら、このガイドマップをどういう方策で、どのようなＰＲを、これをもってしているの

か、活用しているかというところでご答弁をいただきたいと思います。 

 時間がないので、続けていきますので。 

 それと、どんなＰＲ、活用しているかということと、それとこれ提案なんですが、市内
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観光地のツアー、市内の観光地をずっと１日か半日かかけて回うような、そういうような

企画をしてはどうかと思うんですが、これはやはり一つの宣伝になろうかと思います。そ

して、大きな経費もかからないと思います、小型バスに乗ってずっと参ると思いますの

で。 

 それと、旧町時代の観光案内板はあるわけなんですが、市全体の観光案内板というの

は、まずないと思うんです。それをやはり本庁とか各観光地に設置をして、阿波市の宣伝

をする、ＰＲをするというような計画はないでしょうかということと、ほんまに時間があ

りませんが。 

 先ほども、同僚の武田議員が土柱の観光あるいは調査のことについて、多岐にわたりま

して質問されましたが、私からお聞きしたいのは、土柱の侵食データを保存しているかど

うかという点についてのご答弁をいただきたいと思うんです。 

 台風１６号で大分小さくなったなという現実があるわけなんですが、実際にそれならど

れだけ侵食したかという記録がないわけですから、これは専門的には三次元のレーザース

キャニングというらしいんですけど、そういうような方法がありますので、ぜひとも記録

を残しておいて、３年後にはどれだけの侵食ができた、また５年後にこういうようなもん

だというふうなデータをやはり基本を残しておくべきだと思いますので、本当に秒読みで

ございますが、最後にご答弁いただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 岩脇産業建設部長。 

○産業建設部長（岩脇正治君） 木村議員の一般質問、市内観光名所をどのようにＰＲし

ているのかということでございます。 

 観光ガイドマップを作成しているが、どのように活用しているのかで、先ほど議員から

もご紹介ありました。阿波市には、国の天然記念物阿波の土柱、県立宮川内自然公園、四

国霊場や柿原堰などの観光地がございます。また、３１８号線には、たらいうどん店やイ

チゴ、ブドウの直売所などが多くあり、観光客でにぎわっているところでございます。 

 観光施設を紹介する目的で、阿波市観光ガイドブック、先ほど議員ご紹介いただきまし

た、この分でございます。また、「天下の奇蹟阿波の土柱」っていうふうなものもこしら

えております。「空海の道」というのも、各お寺に配布しております。また、阿波市、吉

野川市で、「吉野川中流紀行」っていうふうなパンフレットもこしらえております。 

 ここ紹介、宣伝だけちょっと先にさせていただく。 

○議長（稲岡正一君） 答弁は、時間構いませんよ。 
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○産業建設部長（岩脇正治君） はいはい。阿波市の観光用のポスターを、これ篠原議員

からも、ようよう吉野川左側堤防とこに駐車場の設置要望されております柿原堰、木村議

員からもご質問のありました阿波の土柱というふうなことで、観光ＰＲ活動をしておりま

す。 

 この観光ガイドマップは、阿波踊り会館、アスティとくしま、大鳴門橋架橋記念館エデ

ィ等、県内の主要観光施設や市内の温泉施設、宿泊施設、道の駅、阿波パーキングなどに

設置させていただいております。また、吉野川市と合同で、香川県、愛媛県、兵庫県など

で実施しております観光キャンペーンにも、特産品と一緒に配布、ＰＲ活動を行っており

ます。今後においても、観光ガイドマップ、ポスター、ホームページなどを有効に利用し

て、阿波市の観光施設を県内外の方々にＰＲしていきたいと考えております。ちなみに、

平成２０年度において、阿波市観光ガイドブック５，０００部、「阿波の土柱」リーフレ

ット１万部を各施設に配布し、宣伝をいたしております。 

 ２点目に、市内観光地名所をめぐるバスを運行してはどうかということでございます。 

 これにつきましては、案としてでございますが、社会福祉協議会等のバスのあいている

ときに、ボランティアガイドをつけてというようなことで、市内外の客を対象にしてみて

はというふうなことを検討してまいりたいと思います。 

 ３点目に、観光案内板の設置についてでございます。 

 観光地を案内する看板は、国道、県道、主要な市道に設置している道路標識と旧町時代

に設置している観光案内板で対応しております。 

 観光案内板の設置については、観光客のニーズや費用対効果を考慮して検討したいと考

えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 森口教育次長。 

○教育次長（森口純司君） 木村議員のご質問にお答えいたします。 

 土柱に関する侵食データの保存の件でございますが、現在までにおきましては、侵食デ

ータについての採取はしておりません。 

 今後、当然必要になってくると思いますが、先ほどご提案いただきました３Ｄによる保

存採取ということでございますが、これから立ち上げていきたいと考えております緊急調

査委員会のほうで検討をしていただいて、その上で、その委員会のほうで必要ということ

であれば、文化庁のほうへ協議をいたしまして、そういった調査をしていきたいというふ
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うに考えております。 

○議長（稲岡正一君） 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） 先ほど、木村議員からご提言をいただきました保育所あるいは

幼稚園等の職員に対する慰労かたがた、実情を把握するために、先ほど相談をいたしまし

て、副市長と収入役、私、３名でそれぞれ順番を決めまして、全部を回っていこうと、こ

のように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 市長から済んだ後の答弁、よろしいですか。 

 暫時休憩いたします。 

            午後４時２２分 休憩 

            午後４時２３分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 木村松雄君。 

○１０番（木村松雄君） 森口次長の先ほどの答弁の中で、緊急委員会と、そのメンバー

を教えていただきたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 森口教育次長。 

○教育次長（森口純司君） 緊急調査委員会のメンバーということでございますが、先ほ

どもお答えいたしましたように、専門家ということでございますので、地質、地形、工

学、景観、植物、最低この５つの専門委員が必要となってきます。今現在、阿波市のほう

でどういった方が専門委員になられるかっていうのは把握しておりませんので、これから

県と、また文化庁とも協議をしながら、専門委員をこれから選定していきたいというふう

に考えております。 

（１０番木村松雄君「終わります」と呼ぶ） 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午後４時２３分 休憩 

            午後４時３９分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 ７番篠原啓治君。 
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○７番（篠原啓治君） ７番、市民クラブ２１篠原啓治、議長の許可がおりましたので、

一般質問に入らさせていただきます。 

 今回、通告しておるのは２点でございます。学校教育についてと、それと国民健康保険

税についてという２点を通告させていただいております。 

 それでは、１点目の学校給食についてというところから始めさせていただきたいと思い

ます。 

 この学校教育についての質問なんですけれども、きのう児玉議員のほうもいろいろ携帯

電話のネットということについて質問されておったんですけれども、文部科学省がいじめ

の実態ということで、問題行動調査というのをしております。その結果が、先日公表をさ

れたわけですけれども。文部科学省の問題行動調査というのは、地域地域のいじめの実態

を正確に把握するために行われている調査でございます。２００７年度の全国の国公立の

小・中・高が認知したいじめの件数が発表されております。一応、前年より２万４，００

０件ほど減っております。しかし、１０万１，０００件のいじめがございます。１０万件

というと非常に大きないじめの数でございます。その中で、学校内での暴力行為５万２，

０００件、これは過去最大でございます。８，０００件ふえております。それで、その中

で一応パーセンテージの中で、いじめの実態の内容が、からかい、悪口、それが６４％、

それと仲間外れが２４％、それからたたかれたり、けられたりする部分が１９％、先ほど

言いましたパソコン、携帯電話のメール、ネットいじめですね、俗に言う裏サイトという

部分でのいじめでありますけれども、全体の６％しかございません。しかし、ほとんどの

専門家が、この裏サイトのネットのいじめに関しては、ほとんど把握されていないのが現

状でないかという評価をしております。その中で、自殺したのが１５８人、中学生、高校

生、いろいろいるわけですけれども、いじめの実態が非常に陰湿化しているということで

ございます。それを県下におろしてみますと、徳島県でございますけれども、国公立でい

じめは５８４件でございます。プラス４５件と。その中で、中学校のいじめが２６６件と

いうことで、非常にふえているということでございます。それも、先ほどのいじめの内容

は、冷やかし、からかいが６５％、仲間外れ、集団無視、突いたり、けったりするのが１

８％、そのうちの先ほど言いました携帯電話のメール、悪口を書き込んだりする事例が２

６件と、これが前年より１６件ふえているわけでございます。 

 そこで、県の教育委員会が、このいじめに対しての対策室を設けております。県教委の

いじめ問題等対策企画室というところの佐野さんという方で、応用マニュアルやカウンセ
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ラーを利用して解消を図る、増加が懸念されるネットのいじめ対策については、携帯電話

の安全利用教室を開く、そしてまた家庭の協力も呼びかけていくということでございま

す。 

 そこで、第１番目の質問なんですけれども、阿波市がいじめ問題についてどういうふう

な把握をしているかというところを第１点に聞きたいと思います。 

 第２点目に、表に出ないと言われるネットいじめです、裏サイトも含めて。それをどの

ように把握されているかと。そして、またそれがもしあったとして、どのような対応を考

えているのか。 

 ３番目に、教師の全般的ないじめに対する対応、指導をどのような形で行っているかと

いうことをお聞きしたいと思います。 

 それと続けて、喫煙問題について質問をしたいと思います。 

 ある市が、喫煙問題について調査をしております。その中で、喫煙経験者は、平均で約

１２％、中学ですよ、中学校で。中には、約２０％にも達している学校もあるということ

でございます。この結果から考えても、中学校から喫煙を防止しなければいけないという

のがちゃんと出ているように思うんですけれども、次のその中で非常に注目すべきなの

は、喫煙を体験した時期です。一番多いのが小学校時代です。５１％もあるそうです。続

いて、中学生時が３１．７％です。もうちょっと中学前が８．５％ということでございま

す。ほとんどちっちゃいときにたばこの経験をしている部分が多いなということで。喫煙

のきっかけとして、何が一番きっかけとなったというと、結構子供っぽいです。好奇心と

か興味があったというのが、約４６％もあるそうでございます。 

 そこで質問なんですけれども、阿波市における小・中学校の喫煙の実態をどのように把

握しているか。それと、阿波市はどのように子供たちに対して禁煙に対しての指導をして

いるか。それと、阿波市内の文教施設における完全禁煙化がされているかというところを

お聞きしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 篠原議員からのご質問にお答えいたします。 

 まず１点目は、阿波市におけるいじめの把握でございます。 

 平成１９年度、昨年度の調査結果は出ております。これにつきましては、小学校では２

件、中学校では９件発生いたしておりました。その後、指導をして、継続指導中のものも

ありましたが、今現在は解消されております。 
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 それから、インターネットの裏サイトの件でございます。 

 この件につきましては、先ほど議員からも申されましたように、その把握することは非

常に難しい内容でございますので、これも先日学校へ調査いたしましたところ、実際に把

握できていないのが現状であります。 

 ３つ目には、いじめに対する教職員の対応でございます。 

 このことについては、非常に対応は難しいところもありますけれども、子供たちの顔

色、あるいは友達からの情報等、常にいじめに対しては気を配っているところでございま

す。いじめは、人にわからないところで起きますので、十二分にこのことについては注意

を払っているというのが現状でございます。 

 その次に、喫煙の問題でございました。 

 喫煙につきましては、実態把握でございますけれども、これもつい先日調査いたしまし

た。調査の結果、小学校ではゼロです。それから、中学校では７名ぐらいが出てきており

ます。そういう実態把握をしております。 

 喫煙につきましても、いわゆる学校で吸っている状態を発見するとか、あるいはそうい

ったたばこを持っているとかということからしか調査ができませんので、家庭とか地域社

会等でもし吸っているとしたならば、なかなか把握はできません。現状は、そういうふう

な現状です。 

 また、子供たちへの指導につきましては、これは大変大事なことであります。健康につ

いても非常に大事なことでございますので、薬剤師とか阿波警察署の方々、あるいは阿波

市育成センターの方から薬物乱用防止教室等を開いていただき、小学校、中学校では、年

に１回開催して、子供たちに注意あるいは喫煙しないように呼びかけているとこでござい

ます。薬物の恐ろしさをしっかりと教えています。 

 それから、文教関係で禁煙のところはということでございますけども、これにつきまし

ては、阿波市内の学校は、平成１８年度から学校敷地内の禁煙を実施いたしておりまし

て、本年で３年目ということになります。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 篠原啓治君。 

○７番（篠原啓治君） なぜこういうことを質問するかというと、やはりいじめの問題

等々っていうのは非常にわかりにくくて、文部科学省も実をいうと認めているわけです。

やはり先生方が、子供たちのレベルに達していないっていうところが実際のところらしい
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です。だから、子供たちにやってはいけないよって言う前に、先生方がちゃんと理解でき

るレベルに達していなければいけないわけです。私が聞いているのは、先生方をどういう

ふうにするかというところなんですけれども、生徒のほうに躍起になられて、多分してな

いかなと思いましたので、ちょっと質問をずらしたわけですけれども。 

 再問なんですけれども、ネットのいじめもそうなんですけれども、近ごろモンスターペ

アレンツって言われる部分がたくさん問題になっているわけなんですけれども、私たちが

子供のころ、先輩方もそうなると思うんですけれども、先生によく殴られたですね、教育

指導ということで。親たちも何も言わずに、先生ありがとうと。ある時期から、しつけと

暴力の違いというものが、なかなか微妙な線になってきたと。しかし、今の現状を見てい

ると、やはり先生方にもある程度の権限を与えなければいけないんではないかなというこ

とで、暴力を認めるということではないんですけれども、教育委員会のほうでちゃんとし

た、こういうときにはこういう指導をしたらいいですよというような、例えばさっきの中

でも徳島県で教師に対する暴力が５件あるわけです。生徒間が２１件、これも多分ごく一

部だろうと思います。先生が生徒に暴力を振るわれている事実というのがあるわけです。

そのときに、先生方は何もしないで、手を後ろへ組んで、生徒の暴力に耐えてるという状

況であります。やはりこれは、しつけをする立場の方がとるべき態度ではないと僕は思い

ます。その辺、阿波市の教育委員会が、先生をどういうふうに指導をされているかという

ことを再問したいと思います。 

 それともう一つ、先ほどのネットのいじめ問題なんですけれども、親と携帯電話につい

てちゃんとやはり話し合いを持って、ちゃんとした責任分けを僕はすべきだろうと思うん

です。それは、県のほうの先ほど出てきた部分の先生方のほうもいろいろと書いておられ

ますし、いじめ問題に詳しい森田洋司大阪樟蔭女子大学学長、この人が発生後の対応に追

われることが多いとか、子供の様子をきめ細かく把握し、事前に防ぐことが大切である

と。学校任せでなく、家庭や地域のそれぞれの役割を考えてほしいという分掌を徳島新聞

のほうに掲載されておりますけれども、この辺はやっぱりきちっとしてあげないと、先生

方がすべて責任をかぶってしまうように、僕はなるように思うんです。 

 そこで、再問となるんですけれども、もし生徒が教師に暴力を振るうようなことがあっ

た場合、どういうふうな対応を教育委員会が先生方に指導されているかということと、そ

れと携帯電話の管理について、要するに、保護者を巻き込んでの会が開かれているかとい

うことを、これからどういうふうに管理をしようかということをお聞きしたいと思いま
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す。 

 それと、喫煙に関してなんですけれども、この間からつい１週間ぐらい前に問題になり

ました愛知県新城市の黄柳野高校という高校のことが非常に問題になってます。何かと言

うと、寮に喫煙場所を設けているということでございます。要するに、その学校いわく

は、禁煙指導室であって、喫煙室ではないということなんですけれども、実態を調べてみ

ると、隠れて裏山でたばこを吸って、山林火災があったらしいです。ですので、ちゃんと

指定場所を設けて吸ったほうが、周りに迷惑をかけないんでないかという理論なんです。

その辺もわからんことではないんですけれども、相手が何せ高校生ということでございま

すので、たばこは２０歳からというものに違反しているわけです。しかし、実際のところ

は、そういう学校側としたら、周囲に迷惑をかけてはいけないということで、そういう策

をとったと。 

 阿波市でも、ある中学校の体育館の女子トイレに鎖で封印をされております。それで、

ドアに当分の間使用を禁止すると。その隣に、身障者のトイレがございます。そこに、禁

煙の大きな張り紙をしてあります。これを私見たときに、黄柳野高校のことをちょっと考

えたんですけれども。先ほど、教育長の答弁で、文教施設については３年前から、１８年

度から完全禁煙化しているということでございます。その中で、トイレに「禁煙」の大き

な二文字を書くということは、逆を返せば、ここでは危ないから吸ってはいけませんよ

と、適正なるところで吸いなさいという、多分そのトイレの中で喫煙をして何か事件があ

ったから、鎖で封印をしてるのかなと。それで、当分の間使用してはいけないのかな。

私、単純に「禁煙」ってトイレに張りつける先生方の神経が僕はよくわからんです。そこ

で吸ってはいけないということ、黄柳野高校と同じです。喫煙室をじゃあ設けたら、たば

こを吸っていいのかということに僕はなるんではないかと思います。 

 ですので、ある中学校の通告してあります、教育長には。その辺、どういうふうな形で

あったのか。そして、先生方がどういうご意見を持たれていたかということをお聞きした

いと思います。 

○議長（稲岡正一君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 篠原議員の再問にお答えいたします。 

 まず１点目は、生徒が教師に暴力をあったとき、そのことについてどのような指導をし

ておるかということでございます。 

 私は、あってはならない行為だと思っております。まず、子供たちがそういうふうな環
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境に陥らないように、常にしっかりと子供たちを見詰めて、常にそういう感情にならない

ように指導していくことがまず大事と思っております。しかしながら、子供たち非常に年

齢的にも心の揺れ動く時期、特に中学生はそうなんですが、時として暴力に出ることもあ

ろうかと思われます。そういうときには、十分子供たちを制止するなり、気を落ちつかせ

て、十分にいろんなことを聞いて、子供の意見等を聞いて、しっかり子供を理解してやる

ことも大事かと思っております。 

 また、暴力等については、実は２０年５月１日ですけども、阿波警察署と阿波市教育委

員会が問題行動等における指導するための協定書を結んでおります。その中でもいろいろ

と話をしながら、子供たちをよくするために、お互いに協力し合っていこうではないかと

いう話し合いもできておりますので、どうしても暴力に出るということになれば、そうい

った機関とも相談していきたいというふうに思っております。 

 ２点目は、ネットの裏サイトの件でございますけども、これも先ほど申しましたよう

に、非常に難しいです。大変な問題です。これは、全国的に悩んでおることだと思ってお

ります。このことについては、とにかく子供たちに裏サイトの恐ろしさ等を十分理解させ

ることが最も大事かと思っております。ですから、それぞれの学校におきましてＰＴＡの

会とか、あるいはいろんな保護者会の中で、そういったことをしっかり訴えていかなけれ

ばいけないなと。また、同時に子供たちには学級指導でしっかりとその恐ろしさを訴えて

いって、みずからそういったことのないようにしていただくというのが一番かと思ってお

ります。 

 ３つ目は、たばこ、喫煙のことでございます。 

 まず初めに、先ほど議員からご指摘、ご指導いただきました件につきまして、すぐに私

は現場を見ました。おっしゃるとおりでした。校長には、そのことについて話しして、十

分指導はいたしております。校長も、そのことについては大変反省をしているということ

でございました。 

 喫煙につきましては、発見し次第、言うなれば現行犯ですか、発見し次第、そのままに

しておかず、必ず保護者に来ていただいて十分に話し合いをして、子供たちにも納得して

いくように努力はいたしております。しかしながら、喫煙というのは、学校で吸わなくて

も家庭でということもあります。なかなかきちっとやめれないのが現状ではありますけれ

ども、非常に大事なことでございますので、粘り強くこれからも指導していきたいという

ふうに思っております。 
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 今、喫煙につきましては、親を巻き込んでの、そういった話し合いの場を持っておると

いうことでございます。これは、どの学校におきましても、たばこのみならず、携帯も含

めて、いわゆる問題行動等を全部含めて、常に話し合いの場を持つなり、親からのご意見

や、あるいはいろんないい案を出していただきながら、指導というか、話し合いの場を持

っていっておるところでございますけども、なお一層こういった大きな問題、全国的にも

大きくなってきた、特に裏サイト等についても、より一層強く指導あるいは話し合いの場

を多くもって、しっかりと子供たちに理解してもらうように努力していきたいというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 篠原啓治君。 

○７番（篠原啓治君） なぜこのように再々問してまで聞くかというと、この２０年度の

警察、阿波署との協定書というのは非常に有効な部分だろうと思います。活用をすべきで

はないかなと。なぜかというと、東のほうから、皆さんもご存じのように、ガラスを割っ

て問題に、ついこの間なっておりました。そして、もう一つ町を阿波市のほうに寄せたと

ころでは、下駄箱が燃やされまして、それも大きな問題になっておりました。私は、やっ

ぱり学校での暴力と器物損壊とかの問題が非常に悪質化している中で、先生方が指導をす

るのに、手ぶらではやっぱり無理です、今の時代は。ですので、やはり阿波署との協定書

っていう部分を十分に先生方もご理解されて活用されたほうが、私はちゃんとした指導が

できるんではないかなと思いますので、小笠原市政、子供のために、合併前、吉野町が一

番保育料が高うございまして、一番安いのが市場町でございました。市場町のほうに合わ

せていただきまして、吉野町の保育料金非常に安くなりました。その中で、医療費も１２

歳まで無料にしていただいて、やっと大きくなったなと思ったら、たばこを吸って、器物

損壊、暴力行為で、せっかくこういうふうな形で一生懸命された子供たちがだめになって

いくことは絶対にいけないです。そのためにも、教育委員会、教育長には頑張っていただ

いて、やはりせっかくいい子に育てよう育てよう、我々行政と一体になってやってるもの

を、ぜひとも悪くならないようにお願いを申し上げて、この項についての質問は閉じさせ

ていただきます。 

 それでは、２点目の国民健康保険の税の問題についてに移らさせていただきます。 

 先般、松永議員のほうからも質問されておりましたけれども、国民健康保険税が１１．

数％上がるということで、この不景気の中で値上げになると、非常に困られる方がたくさ
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んいるのではないかなということで、国民健康保険というものがなぜあるかというところ

から、やはり住民の方にはわかっていただかなければいけないんではないかなと思いま

す。 

 国民健康保険というのは、資料をいただいておりますけれども、日ごろから加入者で保

険料を出し合って、病気やけがをしたときの医療費に充てる、助け合いの制度だというこ

とでございます。ですので、職場の健康保険組合や共済組合などに加入している方以外の

部分については、すべて国民健康保険に入るわけです。例えば、年金受給者、そして自営

業者、農業従事者、それから退職者です。この部分が、すべて国民健康保険に入ってくる

わけです。ということは、結構そういう低所得者の方も非常に多いというところでござい

ます。しかし、その部分の受け皿にならざるを得ないのが、国民健康保険税の特別会計と

いうところでございます。 

 阿波市の実態なんですけれども、人口４万１，９００というところで、うち国保加入

者、被保険者が１万１００人、構成比率が２４％ということでございます。世帯数からい

うと、約１万４３００世帯数の中の５，４００ということで、３７．９％の加入率になっ

ております。 

 この財源は、国が財源なんですけれども、保険税の我々市民にかかってくる部分の保険

税というのは、前年度の所得をもとに算出されております。所得割率、均等割、平等割、

資産割などの方法によって保険料が決定されております。その市町村の各年度ごとの医療

費総額を推計し、国民健康保険料として各世帯に割り振ることになっているわけでありま

す。 

 今回の値上げです。何で値上げしなければいけないかというのを私なりに考えてみまし

た。 

 その１番は、医療給付が年々増加しているということです。医療給付というのは、皆さ

んがお医者さんに行って料金払っている部分でございます。それを市側は試算をしまし

て、年々４．５％から４．６％ずつ上がっていくだろうということでございます。 

 ２番目には、収納率です。集金をするほうです、税金を。それが、年々努力をされて、

ペナルティーを科せられる、９２％以上に本年はなったと。しかし、ここが１００％でな

いということです。 

 ３番目は、国の定率国庫負担率が、実を言うと１００分の４０であったのが、１７年度

に改定になりまして、１００分の３４と、６％減でございます。しかしながら、６％の減
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というのは非常に大きな減でございますので、１７年度に限って激変を緩和しようでない

かということで、１００分の３６というように特例でしております。しかし、今はもう１

００分の３４ということでございます。 

 でも、ここで、これがすべてではないわけです。やはり低所得者の減免措置で、保険料

が非常に少ない部分がたくさんございます。しかし、この中で、やはり国民健康保険税

を、先ほど言ったように、破綻さすわけにはいかんわけです。それと、先ほど来、議員が

質問されて、理事者側の答弁で、今年度非常に不景気だと、１００年来の不景気だという

ことで、税収が非常に減るんでないかなという懸念を政府も示しておりますけれども、先

ほど言ったように、国民健康保険税というのは、前の年の所得を評価してつくるわけで

す、試算して。ということは、来年度の２１年度については、今年度の所得をもとに試算

をするわけです、税を。そうなると、既に、理事者側も議員もそうなんで、世界各国、全

世界がことしは不景気で、税収が減になるだろうというふうな予測を立てているわけで

す。 

 そこで、質問なんですけども、国民健康保険税の値上げのときに全協を開いて、我々説

明を受けたわけですけども、国民健康保険税のシミュレーションをいただきまして、その

中で、所得を現状のままで計算をされているシミュレーションをいただいております。や

はり減収していく中で、これだけの金額でやっていけるのかというところをお聞きしたい

んですけども、抜本的に国民健康保険税というものをどのようにお考えになっているのか

と。 

 それと、このシミュレーションの中で、所得を現状のままで維持していかれるという根

拠です。そこをどのような根拠で、こういうふうなシミュレーションを描いているのかと

いうのをお聞きしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 吉岡市民部長。 

○市民部長（吉岡聖司君） 篠原議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 国民健康保険税について、抜本的改革を含め、どのように考えているのかとの、まず質

問からお答えさせていただきたいと思います。 

 前段、松永議員にもお答えをいたしました内容と少しダブるところがあると思います

が、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 阿波市の保険財政につきましては、合併して平成１７年度、平成１８年度の２年間につ

きましては、旧町の税率のままでありました。平成１９年度におきましては、阿波市の統
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一した税率を定めたわけでございます。この税率につきましては、国民健康保険特別会計

の原則であります独立採算がとれる税率ではありませんでした。旧町の税率の平均の統一

となったわけです。この統一の協議につきましても、単年度の赤字が出ると、当初から予

測がされておりました。平成１７年、１８年、１９年におきまして、約１億円程度の歳入

不足が生じておりました。この結果、現時点での予測でございますが、２億円余り積み立

てをいたしておりました基金も、平成２０年度に繰り入れをする予定でございます。ま

た、繰越金もほとんどない状況が予想されております。平成２１年度には、抜本改正を行

うと決めていただいたわけでございます。 

 今回の保険税の改定でございますが、国保の原則であります独立採算で維持するための

抜本的改革をするためには、４５％程度の引き上げが必要でありました。これらの状況を

踏まえました上で、１１月６日に国保運営協議会におきまして、国保運営委員に協議をし

ていただきました。その結果につきましては、急激な引き上げでなく、激変緩和措置をと

ってほしいなどのご意見がございました。１１月１０日開催されました議会の全員協議会

におきまして、国保運営協議会の意見を尊重するということで、今回１１％増の税率改正

となったわけでございます。しかし、この理屈で行きますと、平成２１年度におきまして

も歳入不足が予測されます。 

 議員の質問にもあります抜本的な改革についてどのように考えているのかということに

つきましては、年度ごとに収支等の状況を見ながら税率を引き上げていかなければならな

い、そのように考えております。今後におきましては、収納率の向上、医療費の抑制等に

努め、歳入歳出両面での改善を図りながら、保険財政の安定化を図ってまいりたいと考え

ております。 

 また、先ほど申されておりました、これは国全体の問題といたしましては、国保の加入

者につきましては、低所得者、高齢者の加入割合が相当、高うございます。構造的な問題

もあるわけでありますが、今後におきましては、特定健診等保健指導を充実をさせまし

て、医療費の抑制に努めてまいりたいと考えております。 

 それから、現行の所得が維持される根拠はというご質問でございますが、試算数値につ

きましては、先ほども申されておりました現行の基準総所得金額、これをベースとして計

算、シミュレーションにかけまして保険税率を計算をいたしております。特に、保険税の

課税対象となりますのは、この所得税の総所得の１４．９％が課税対象になるわけでござ

います。現行の基準総所得金額につきましては、３２億５，４１７万円程度でございま

- 198 - 



す。今後の経済情勢による今年度の所得が減少いたしますと、来年度国保の所得割が減少

されることになっております。 

 それで、独立採算でいった場合には、４５％増で当初はお願いをしたかったわけでござ

いますが、いろんな諸般の事情もございまして、現在１１％で今回提案をさせていただい

ております。特に、その場合につきましては、平成２１年度の一般会計繰入額８，０００

万円程度が必要になってくると、そのように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 篠原啓治君。 

○７番（篠原啓治君） そうなりますよね。所得の１４．９％を税として徴収するわけで

すから、大もとの所得が減ると、その部分って減ってきますよね、当然。にもかかわら

ず、シミュレーションの中では、後期高齢者医療制度で７５歳以上が抜けたにもかかわら

ず、医療費はふえるんですね、いただいた資料によるとです。１億５，０００万円ほど、

１９年度からふえていきますね。それは、国民健康保険を破綻さすわけにいかないから、

どこで対応していくかというと、片一方で４．５％ずつ医療費が上がっていくっていうの

を認めながら、やっぱり事前に病気にならないように頑張りますという手だてであって、

これは不確定です。しかし、必ず独立採算で運営しなければいけない特別会計としたら、

どこをするかというと、税率を上げていくしかないわけです。ということは、全協のとき

私質問させていただいたんですけども、市民部長は、年々考えていきたいということをお

っしゃられましたけども、ということは年々税率を上げていくということなんでしょう

か。 

 それと、介護保険料が３年に１回の算定がえということで、来年２１年度がたしか介護

保険算定がえでないかなと私思うんですけども、この辺も多分上がるんではないかなと思

います。福祉部、聞きました。３００円ぐらい上がると、４，７００円が５，０００円ぐ

らいのところになるんでないかなみたいな試算をしておりますけれども、これダブルパン

チでございますね、上がっていくのが。やはりこの辺抜本的に考えなければいかないかな

と。 

 そこで、私の提案なんですけども、後期高齢者の医療が県下一つの連合の組織になって

小笠原副連合長ですか、なられておるんですけれども、国保会計も今のうちから準備をさ

れて、やはり広域で行うようにしておかなければ、いずれ破綻するか、住民の方が不景気

で払えなくなるんでないかな、僕は想定できるんでないかと思うんです。その辺、長とし
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て、小笠原市長どのように考えておられるかというのをお聞きしたいと思います。 

○議長（稲岡正一君） 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） 篠原議員の再問にお答え申し上げます。 

 今、ご指摘されましたような心配があるわけでございまして、独立採算とはいえ、市民

の負担を考えて、ことしは１１％の増ということで終わったわけでございます。 

 やはり私は、そもそもは国がここへの支援を減額したというのが大きな原因の一つと。

やはり国民健康保険も、でき得れば、県一じゃなくして、国の事業としてやっぱり考えて

もらわないかんと、こういうことをこれからもいろいろな機会を通じて、国にも要望して

いきたいと、このように考えます。そうしなければ、小さい町村は維持ができないわけで

ございまして、健康保険料を払ってないから医療は受けるなというわけにはまいりません

ので、これからも続いていけるようなことをしっかりと国にも考えてもらわなければなら

ない、また広域の県一ということもあるわけでございますが、いずれにしても、もっとパ

イを大きくしなければ、こんな小さな範囲でなりますと大変だと思いますので、これから

もいろいろな機会通じまして、そういうことを要望してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（稲岡正一君） 篠原啓治君。 

○７番（篠原啓治君） 小笠原市長の答弁、まことに的確な答弁であると思います。 

 やはり小さい自治体では、無理な特別会計になっておるっていうのは、多分だれもわか

っていることだと思います。 

 そこで、私総務委員会ですので、先ほど江澤総務委員長に国へ対しての要望書というの

を作成して、広域でしてくれるようにとか、先ほど言いました１００分の３４をもとの１

００分の４０に国庫負担を戻してくれというような要望をしまして、江澤委員長のところ

に協力をするよということで総務委員長のほうに提案をしてますので、ぜひとも皆さん賛

同していただいて、国のほうに要望したいと思いますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 以上で本年度の一般質問を私終わらせていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 以上で一般質問が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により、議案第７６号から議案第８３号までの質疑・付託を日程に追加し、

追加日程第１として議題とすることにご異議ありませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 異議なしと認めます。よって、この際議案第７６号から議案第８

３号までの質疑・付託を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第１ 議案第７６号 平成２０年度阿波市一般会計補正予算（第３号）につ 

                いて 

         議案第７７号 平成２０年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算 

（第３号）について 

         議案第７８号 平成２０年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２ 

                号）について 

         議案第７９号 平成２０年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号） 

                について 

         議案第８０号 阿波市認可地縁団体印鑑条例の一部改正について 

         議案第８１号 阿波市国民健康保険税条例の一部改正について 

         議案第８２号 阿波市土成中央ゲートボール場設置及び管理に関する 

                条例の制定について 

         諮問第 ３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

         議案第８３号 阿波市国民健康保険条例の一部改正について 

○議長（稲岡正一君） 追加日程第１、議案第７６号から議案第８３号までを一括議題と

いたします。 

 これより質疑を行いますが、通告がありませんので質疑なしと認め、質疑を終結いたし

ます。 

 ただいま議題となっております議案第７６号から議案第８３号までについて、会議規則

第３７条第１項の規定により、お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、それぞれ

所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。 

 各常任委員会におかれましては、第４回阿波市議会定例会日程表に基づいて委員会を開

催され、付託議案について審議されますようお願いをいたしたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により、あす１１日は休会といたしたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 異議なしと認めます。よって、あす１１日は休会とすることに決

定いたしました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告いたします。 

 １２日午前１０時より総務常任委員会、１５日午前１０時より産業建設常任委員会、１

５日午後１時より文教厚生常任委員会、なお次回本会議は１９日午前１０時再開といたし

ます。 

 本日はこれをもって散会といたします。 

            午後５時２７分 散会 
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